
 

 

 

 

 

関係府省提出資料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

通番 ヒアリング事項 府省 ページ 

３０ 公営住宅に係る規制緩和（3 件） 国土交通省 

１～５ 

５８ 公営住宅建替事業の施行要件の緩和（1 件） 国土交通省 

３１ 備蓄（防災）倉庫に係る建築確認等の規制緩和（2 件） 国土交通省 ６～９ 

４ 都市公園における太陽光発電施設の設置基準の緩和（1 件） 国土交通省 

１０～２１ 

４３ 都市公園の廃止に係る規定の弾力化（2 件） 国土交通省 

４４ 保安林の指定、解除権限の都道府県への移譲（5 件） 農林水産省林野庁 

２２～３５ 

４５ 
都道府県による保安林の指定、解除に係る国の同意協議の

廃止（6 件） 
農林水産省林野庁 

４６ 都道府県の地域森林計画に係る国の同意協議の廃止（2 件） 農林水産省林野庁 ３６～４７ 

２５ 
複数の都道府県にまたがる事業協同組合の認可権限の都道

府県への移譲（1 件） 
農林水産省 ― 
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公
営
住
宅

に
係

る
規

制
緩
和
及
び

公
営
住
宅
建
替

事
業

の
施

行
要

件
の
緩
和
に
つ
い
て

平
成

26
年
９
月

11
日

国
土
交
通
省
住
宅
局

通番３０：公営住宅に係る規制緩和（国土交通省）
通番５８：公営住宅建替事業の施行要件の緩和（国土交通省）
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長方形



公
営

住
宅

制
度

の
概

要

【
家

賃
】

【
入

居
制

度
】

【
入

居
者

資
格

】

○
同

居
親
族
要
件

原
則

と
し
て
、
同

居
し
て
い
る
親

族
が

あ
る

（
高
齢
者
、

障
害
者
等
は
除
く
）

○
入
居
者
の
家
賃
負
担
能
力
と

個
々
の
住
宅
か
ら
の
便
益
に
応

じ
て
補

正
す
る
「
応

能
応

益
制

度
」
に
基

づ
き
、
地

方
公

共
団

体
が
決
定

○
原

則
と
し
て
、
入

居
者

を
公
募
。

○
特
に
居
住
の
安
定
の
確
保
が
必
要
な
者

に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
判
断
に
よ

り
、
入
居
者
選
考
に
お
い
て
優
先
的
に
取

り
扱

う
こ
と
が

可
能

（
優

先
入

居
）

○
住
宅

困
窮
要
件

現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

○
入
居

収
入
基
準

・
原

則
と
し
て
、
月

収
1
5
万

8
千

円
（
収
入
分

位
2
5
％
）
以

下
（
政

令
で
規

定
）

・
た
だ
し
、
高

齢
者

等
特

に
居

住
の

安
定

を
図

る
必

要
が

あ
る
者

（
政

令
で
規

定
）
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の

裁
量

に
よ
り
月

収
2
1
万

4
千

円
（
収
入
分
位
4
0
％
）
ま
で
基

準
を
引
上
げ
可
能

○
収

入
超

過
者

３
年

以
上

入
居

し
、
入

居
収

入
基

準
を
超

え
る
収
入
の
あ
る
者

→
明

渡
努

力
義

務
が

発
生

○
高

額
所

得
者

５
年

以
上

入
居

し
、
最

近
２
年

間
月

収
31

万
3千

円
（
収
入
分
位

60
％
）
を
超
え
る
収
入

の
あ
る
者

→
地

方
公

共
団

体
が

明
渡

し
を
請

求
す
る

こ
と
が
可
能

○
収

入
超

過
者

の
家

賃
は

、
収

入
超

過
度

合
い
と
収

入
超

過
者

と
な
っ
て
か
ら
の
期
間
に
応
じ
、
遅

く
と
も
５
年

目
の

家
賃

か
ら
近

傍
同

種
家

賃
（
市

場
家

賃
に
近

い
家

賃
）
が

適
用

○
高

額
所

得
者

の
家

賃
は

、
直

ち
に
近
傍
同
種
家
賃
が
適
用

→
廃

止

→
基

準
金

額
を
条

例
委

任
※

た
だ
し
、
①
参
酌
基
準
を
政
令
で
規
定

②
収
入
分
位

50
％

を
上

限

→
対

象
範

囲
を
条

例
委

任
→
基

準
金

額
の

上
限

引
上

げ
（
収

入
分

位
50

％
ま
で
）

○
原
則
と
し
て
、
以
下
の
基
準
（
省

令
で
規

定
）
に
従
っ
て
整
備

・
床
面
積

19
㎡
以
上

・
省
エ
ネ
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
で
あ
る
こ
と

・
給
排
水
、
電
気
、
便
所
等
の
設
備
が
あ
る
こ
と

等

→
条

例
委

任
※

た
だ
し
、
参
酌
基
準
を
省
令
で
規
定

※
は

第
１
次

一
括

法
に
よ
る
改

正
部

分

公
営
住
宅
は
、
憲
法
第
2
5
条
（
生
存
権
の
保
障
）
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
公
営
住
宅
法
に
基
づ
き
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が

協
力
し
て
、
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
対
し
、
低
廉
な
家
賃
で
供
給
さ
れ
る
も
の

【
整

備
基

準
】

○
地

方
公

共
団

体
は

、
公

営
住

宅
を
建

設
（
又

は
民

間
住

宅
を
買

取
り
・
借

上
げ
）
し
て
管

理

○
国

は
、
整

備
費

等
を
助

成
：
全

体
工

事
費

の
概

ね
45

％
（
建

設
、
買

取
り
）
又

は
共

用
部

分
工

事
費

の
2/

3の
概
ね

45
％

（
借

上
げ
）
を
助

成

【
供

給
】

1
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収
入
超
過
者
・
高
額
所
得
者
の
家
賃
等

2

１
０
％

１
５
％

２
０
％

２
５
％

３
２
．
５
％

４
０
％

５
０
％

６
０
％

１
年
度

２３４
５ １
年
度

２３４
１
年
度

２
１
年

度

８
０
％

家 賃 算 定 基 礎 額

算
定
式
に
よ
る
家
賃

収
入
超
過
者
と
な
っ
て

か
ら
の
年
度
に
応
じ
て

割
増
家
賃
を
加
算
す
る

入
居
後
３
年
間
ま
で
は
算
定
式
に
よ
る
家
賃

収
入

超
過

者
（
①

３
年

以
上
継

続
居
住

、
②

政
令
月

収
１
５
．
８
万

円
超

の
収
入

）

本
来

階
層

の
入

居
収

入
基

準
を
条

例
で
１
５
．
８
万

円
以

下
と
し
て
設
定
し
た
場
合

近
傍

同
種

家
賃

（
家

賃
上

限
）

世
帯

の
収

入
分

位

（
１
５
．
８
万

円
）

（
２
１
．
４
万

円
）

（
３
１
．
３
万

円
）

（
政

令
月
収

）

高
額

所
得

者
①

５
年

以
上
の

継
続
居

住
②

最
近

２
年

間
３
１
．
３
万

円
超

の
収
入

※
改
正
後
の

収
入

超
過

者
の
収

入
基
準

、
高

額
所
得

者
の
収
入
基
準
が
適
用
さ
れ
る

H
21

.4
.1
前
の

既
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
収
入
基
準
は

H
26

.4
.1
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

・
高

額
所
得
者
の
家
賃

・
明

渡
請
求
可

明
渡

期
限

到
来

後
は

、
近

傍
同

種
家

賃
の

２
倍

以
下

の
金

銭
徴

収
可

本
来

階
層

の
入

居
者

※
入
居
者
の
所
得
金
額
に
合
算
す
る
同
居
者

の
所
得
金
額
は
、
１
２
４
．
８
万
円
を
超
え
る

部
分

の
金

額
の

み

（
１
８
．
６
万

円
）

（
２
５
．
９
万

円
）

収
入

超
過

者
・
高

額
所

得
者

の
家

賃
等

2
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公
営

住
宅

制
度

上
の

控
除

一
覧

（
■

塗
り
は
公
営
住
宅
制
度
上
、
独
自
に
措
置
す
る
控
除
制
度
）

控
除

名
対
象
者

控
除

額

同
居
者
控

除
※

１
※

２

①
同

居
者

②
所

得
税

法
上

の
控

除
対

象
配

偶
者
で
入

居
者
・
同
居

者
以
外

の
も
の

③
扶

養
親

族
で
入

居
者
・
同
居

者
以
外

の
も
の

３
８
万
円

老
人
控
除

対
象

配
偶

者
控
除

所
得
税
法
上
の
控
除
対
象
配
偶
者
の
う
ち
、
7
0歳

以
上
の
も
の

１
０
万
円

老
人
扶
養
親
族
控
除

所
得
税
上
の
扶
養
親
族
（
配
偶
者
除
く
。
）
の
う
ち
、
7
0歳

以
上
の
も
の

１
０
万
円

（
特

定
）
扶

養
親

族
控

除 ※
３

所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
（
配
偶
者
除
く
。
）の

う
ち
、
16
歳
以
上

23
歳
未
満
の
も
の

２
５
万
円

障
害
者
控

除

入
居

者
・
同

居
者

控
除

の
対

象
者
（
特
別

障
害
者

控
除
の

対
象
者

を
除
く
。
）
に
以

下
の
障

害
者
が

あ
る
場

合
①
児
童
相
談
所
・
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
精
神
保
健
指
定
医
の
判
定
に
よ
り
軽
度
・
中
度
の
知
的
障
害
者
と
さ
れ
た
者

②
２
級
、
３
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

③
３
級
～
６
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

④
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑤
6
5
歳
以
上
の
者
で
、
障

害
の
程
度
が
①
③
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
等
認
定
を
受
け
た
も
の

２
７
万
円

特
別
障
害

者
控

除

入
居
者
・
同
居
者
控
除
の
対
象
者
に
以
下
の
障
害
者
が
あ
る
場
合

①
事
理
弁
識
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
者

②
児

童
相

談
所

・
知

的
障
害

者
更
生
相
談
所
・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
精
神
保
健
指
定
医
の
判
定
に
よ
り
重
度

の
知
的

障
害
者

と
さ
れ

た
も
の

③
１
級

の
精

神
障

害
者

保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

④
１
級

、
２
級

の
身

体
障

害
者

手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑤
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
特
別
項
症
か
ら
第
３
項
症
ま
で
の
も
の

⑥
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

⑦
常
に
就
床
を
要
し
、
複
雑
な
介
護
を
要
す
る
者

⑧
6
5
歳
以
上
の
者
で
、
障
害
の
程
度
が
①
②
④
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
等
認
定
を
受
け
た
者

４
０
万
円

寡
婦
控
除

所
得
税
法
上
の
「
寡
婦
」
（
納
税
者
本
人
で
あ
る
場
合
）

①
夫
と
死
別
・
離
婚
し
た
後
婚
姻
し
て
い
な
い
者
・
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
、
扶
養
親
族
・
生
計
を
一
に
す
る
子
（
他
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
と
さ
れ

て
い
る
者

、
そ
の

年
分

の
合

計
所

得
金
額

の
見
込

額
が
3
8万

円
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
も
の

②
夫
と
死
別
し
た
者
・
夫
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
者
の
う
ち
、
合
計
所
得
金
額
が
5
00
万
円
以
下
の
も
の

２
７
万
円

寡
夫
控
除

所
得

税
法

上
の

「
寡

夫
」
（
納

税
者

本
人

で
あ
る
場
合

）
妻
と
死
別
・
離
婚
し
た
後
婚
姻
し
て
い
な
い
者
・
妻
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
者
の
う
ち
、
生
計
を
一
に
す
る
子
（
他
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
者
、

そ
の

年
分

の
合

計
所

得
金

額
の

見
込
額
が
3
8万

円
を
超

え
る
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
者
で
、
合
計
所
得
金
額
が
5
00
万

円
以
下

の
も
の

２
７
万
円

※
１

控
除
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族
以

外
の
同

居
者

も
対
象

。
※

２
0～

15
歳

の
扶

養
親
族

も
対
象

。
※

３
16

～
18

歳
の

扶
養

親
族

も
対
象

。
3

4



公
営

住
宅

法
に
定

め
ら
れ

た
入

居
資

格
が

な
い
者

に
対

し
て
は

、
そ
の

「
用

途
又

は
目

的
を
妨

げ
な

い
」
（
地

方
自

治
法

第
23

8条
の

４
第

７
項

）
場

合
、
大

臣
承

認
（
補

助
金

適
正

化
法

第
22

条
）
を
得

れ

ば
、
目

的
外

使
用

（
使

用
許

可
）
さ
せ

る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
予

め
一

定
の

類
型

に
つ
い
て
は

、
法

令
や

通
知

に
よ
り
、
大

臣
承

認
を
得

る
こ
と
が

で
き
る
旨

を
明

示
し
て
い
る
。

【
目

的
外

使
用

の
対

象
】

○
法
令
で
明
示
し
て
い
る
も
の

・
虐

待
を
受

け
た
児

童
等

（
児

童
福

祉
法

に
規

定
す
る
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
又

は
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
）

・
高

齢
者

（
老

人
福

祉
法

に
規

定
す
る
認

知
症

対
応

型
老

人
共

同
生

活
援

助
事

業
）

・
精

神
障
害
者
、
知
的
障
害
者

、
身

体
障

害
者

（
障

害
者

自
立

支
援

法
に
規

定
す
る
共

同
生

活
介

護
又

は
共

同
生

活
援

助
を
行

う
事

業
）

・
ホ
ー
ム
レ
ス
（
自

立
支

援
事

業
に
よ
り
就

業
し
た
も
の

）

等

【
目

的
外

使
用

】

4

公
営

住
宅

の
目

的
外

使
用

5



M
in

is
tr

y 
of

 L
an

d,
 In

fr
as

tr
uc

tu
re

, T
ra

ns
po

rt
 a

nd
 T

ou
ri

sm

備
蓄
（
防
災
）
倉
庫
に
係
る
建
築
確
認
等

の
規
制
緩
和
に
つ
い
て

平
成
2
6
年
９
月
１
１
日

住
宅

局

通番３１：備蓄（防災）倉庫に係る建築確認等の規制緩和（国土交通省）
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設
計
段
階

建
築
確
認

施
工
段
階

施
工
終
了

中
間
検
査

完
了
検
査

建 築 計 画

使 用 開 始

工 事 着 工

建
築
基
準
へ
の
適
合
性
を
審
査

■
単

体
規

定
【
建
築
物
の
安
全
性
確
保
】

■
集

団
規

定
健
全
な
市
街
地
環
境
の
確
保
の
た
め
に
、

接
道
規
制
、

用
途
規
制
、
建
ぺ
い
率
、
容
積
率
等
を
規

制

○
敷
地
（
衛
生
・
安
全
の
確
保
）

○
構
造
（
地
震
等
に
よ
る
倒
壊
の
防
止
・
人
命
の
確
保
）

○
防
火
・
避
難
（
火
災
か
ら
の
人
命
の
確
保
）

○
一
般
構
造
（
衛
生
・
日
常
安
全
の
確
保
）

○
設
備
（
設
備
の
衛
生
・
安
全
の
確
保
）

○
建

築
物

の
使

用
ま
で
の
手

続
き
（
新

築
、
一

定
の
増

改
築

、
用

途
変

更
等

）

建
築
基
準
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
に
つ
い
て

1

建
築

主
事

又
は

指
定

確
認

検
査

機
関

7



建
築
確
認
の
対
象
に
つ
い
て

2

○
防

火
地

域
・
準

防
火

地
域

外
に
お
い
て
建

築
物

を
増

築
・
改

築
・
移

転
す
る
場

合
で
、
そ
の

床
面

積
の

合
計

が
1
0

㎡
以
内
の

と
き
を
除
き
、
建
築

確
認
手
続
き
は
必
要
。
（
法
第
６
条
第
１
項
・
第
２
項
）

用
途

・
構

造
規

模
工

事
種

別

① 法
第
6
条

第
1
項

第
1
号

特
殊

建
築

物
(学

校
、
病

院
、
劇

場
、

旅
館

、
共

同
住

宅
な
ど
不

特
定

多
数

の
人
が
利
用
す
る
建
築

物
等

)
床

面
積

が
1
0
0
㎡

よ
り
広

い

・
建

築
（
新

築
・
増

築
・
改

築
・
移

転
）

・
特

殊
建

築
物

へ
の

用
途

変
更

・
大

規
模

の
修

繕
・
大

規
模

の
模

様
替

② 法
第
6
条

第
1
項

第
2
号

木
造
建
築
物

次
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
も
の

・
3
階

建
以

上
・
延

べ
面

積
が

5
0
0
㎡

よ
り
広

い
・
高

さ
が

1
3
メ
ー
ト
ル

よ
り
高

い
・
軒

高
が

9
メ
ー
ト
ル

よ
り
高

い

③ 法
第
6
条

第
1
項

第
3
号

木
造
以
外
の
建
築
物

(鉄
骨

造
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

な
ど
)

次
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
も
の

・
2
階

建
以

上
・
延

べ
面

積
が

2
0
0
㎡

よ
り
広

い

④ 法
第
6
条

第
1
項

第
4
号

・
都

市
計

画
区

域
内

・
準

都
市

計
画

区
域

内
※

知
事

が
都

計
審

の
意

見
を
聴

い
て
指

定
す
る
区

域
を
除

く
・
準

景
観

区
域

内
※

市
町

村
長

が
指

定
す
る
区

域
を
除

く
・
知

事
が

関
係

市
町

村
の

意
見

を
聴

い
て
指

定
す
る
区

域
内

の
上
記
①
～
③
以
外
の
建

築
物

・
建

築
（
新

築
・
増

築
・
改

築
・
移

転
）

※
た
だ
し
、
防

火
地

域
・
準

防
火

地
域

外
に
お

い
て
建

築
物

を
増

築
・
改

築
・
移

転
す
る
場

合
で

床
面

積
が

1
0
㎡

以
内

の
と
き
は

、
建

築
確

認
手

続
き
は

不
要

（
法

第
６
条

第
２
項

）
。

【
建

築
基

準
法

で
定

め
る
建

築
確

認
の

対
象

】

8



小
規
模
建
築
物
の
建
築
に
つ
い
て

3

○
１
０
㎡

未
満

の
倉

庫
は
建

築
士

に
よ
る
設

計
は
不

要

（
参
考
）
小
規
模
建
築
物
の
建
築
確
認
・
完
了
検
査
に
係
る
手
数
料
（
例
）

区
分

確
認

申
請

完
了

検
査

合
計

東
京

都
床

面
積

の
合

計
が

３
０
㎡

以
内

の
も
の

５
，
６
０
０
円

１
１
，
０
０
０
円

１
６
，
６
０
０
円

神
奈

川
県

床
面

積
の

合
計

が
３
０
㎡

以
内

の
も
の

１
０
，
０
０
０
円

１
６
，
０
０
０
円

２
６
，
０
０
０
円

愛
知

県
床

面
積

の
合

計
が

３
０
㎡

以
内

の
も
の

６
，
０
０
０
円

１
７
，
０
０
０
円

２
３
，
０
０
０
円

福
岡

県
床

面
積

の
合

計
が

３
０
㎡

以
内

の
も
の

１
０
，
０
０
０
円

１
５
，
０
０
０
円

２
５
，
０
０
０
円

（
参

考
）
建

築
士

法
（
昭

和
２
５
年

法
律

第
２
０
２
号

）
（
抄

）

（
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
設
計
又
は
工
事
監
理
）

第
三
条
の
二

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
新
築
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
設
計
又
は
工
事
監
理
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の

←
ス
チ
ー
ル

製
が

該
当

二
延
べ
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
木
造
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
、
又
は
階
数
が
三
以
上
の

建
築

物
←

ア
ル
ミ
製
が
該
当

２
・
３

（
略

）

○
１
０
㎡

未
満

の
倉

庫
に
適

用
さ
れ

る
建

築
確

認
・
検

査
手

数
料

の
平

均
（
都

道
府

県
）
は
約

２
２
，
０
０
０
円
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都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）

○
平

成
２
４
年

１
１
月

に
、
都

市
公

園
法

施
行

令
及

び
都

市
公

園
法

施
行

規
則

の
改

正
に
よ
り
、
太

陽
電

池
発

電
施

設
等

を
占

用
物

件
に
追

加
し
、
技

術
的

基
準

等
を
定

め
た
。

○
近

年
の

環
境

意
識

の
高

ま
り
か

ら
、
都

市
に
お
い
て
化

石
燃

料
以

外
の

エ
ネ
ル

ギ
ー
の

利
用

や
化

石
燃

料
の

効
率

的
利

用
が

求
め
ら
れ

て
い
く
中

、
太

陽
電

池
発

電
施

設
な
ど
の
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に
資

す
る
発

電
施

設
等

を
設

置
す
る
場

所
が

必
要

と
さ
れ

て
お
り
、

○
こ
の

た
め
、
都

市
公

園
を
こ
れ

ら
の

施
設

の
設

置
場

所
と
し
て
、
公

衆
の

利
用

に
支

障
を
及

ぼ
さ

な
い
範

囲
で
利

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
占

用
物

件
の

範
囲

の
拡

大
等

を
行

っ
た
。

改
正

趣
旨

１
．
都

市
公

園
へ

の
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
改

正
の

背
景

１

■
都

市
公

園
法

施
行

令
（
昭

和
三

十
一

年
政

令
第

二
百

九
十

号
）
抄

（
占
用
物
件
）

第
十

二
条

法
第

七
条

第
七

号
の
政

令
で
定

め
る
工

作
物

そ
の
他

の
物

件
又

は
施

設
は
、
次

に
掲

げ
る
も
の
と
す

る
。

一
の
三

環
境

へ
の

負
荷

の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
で
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
も
の

（
占

用
に
関

す
る
制

限
）

第
十

六
条

都
市

公
園

の
占

用
に
つ

い
て
は
、
次

に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六
の
二

第
十

二
条

第
一

号
の
二

に
掲

げ
る
災

害
応

急
対

策
に
必

要
な
施

設
及

び
同

条
第

一
号

の
三

に
掲

げ
る
発

電
施

設
は

、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
基

準
に
適

合
す
る
こ
と
。

■
都
市
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
号
）
抄

（
環

境
へ

の
負

荷
の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
）

第
五

条
の
三

令
第

十
二

条
第

一
号

の
三

の
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
環

境
へ

の
負

荷
の
低

減
に
資

す
る
発

電
施

設
は
、
次

に
掲

げ
る
も
の
と
す

る
。

一
太

陽
電

池
発

電
施

設
（
災

害
応

急
対

策
に
必

要
な
施

設
及

び
発

電
施

設
に
関

す
る
基

準
）

第
七

条
の
二

令
第

十
六

条
第

六
号

の
二

の
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
基

準
は
、
次

に
掲

げ
る
と
お

り
と
す

る
。

三
第

五
条

の
三

第
一

号
に
掲

げ
る
太

陽
電

池
発

電
施

設
に
つ

い
て
は
、
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か
つ
、
当

該
建

築
物

の
建

築
面

積
を
増

加
さ
せ

な
い
こ
と
。

通番４：都市公園における太陽光発電施設の設置基準の緩和（国土交通省）
通番４３：都市公園の廃止に係る規定の弾力化（国土交通省）
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都
市

公
園

法
施

行
規

則
第

７
条

の
２
第

３
号

に
定

め
ら
れ

た
技

術
的

基
準

（
抜

粋
）

「
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か

つ
、
当

該
建

築
物

の
建

築
面

積
を
増

加
さ
せ

な
い
こ
と
」

○
環

境
負

荷
の

低
減

に
資

す
る
太

陽
電

池
発

電
施

設
で
あ
っ
て
も
、
広

場
等

に
設

置
さ

れ
た
場

合
に
は

、
当

該
広

場
の

広
場

と
し
て
の

効
用

や
公

園
の

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
機

能
が

損
な
わ

れ
る
恐

れ
が

あ
る
の

で
、
既

設
の

建
築

物
に
設

置
し
、
か

つ
、
当

該
建

築
面

積
を

増
加

さ
せ

な
い
範

囲
内

で
認

め
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
「
都

市
公

園
法

解
説

（
改

訂
新

版
）
」
よ
り
）

（
参

考
）

都
市

公
園

法
施

行
規

則
改

正
時

に
は

、
「
既

設
の

建
築

物
」
と
し
て
、
公

園
施

設
と
し
て
の

一
定

の
規

模
の

屋
根

や
屋

上
を
有

す
る
運

動
施

設
（
野

球
場

等
）
、
教

養
施

設
（
図

書
館

等
）
、
便

益
施

設
（
駐

車
場

）
等

が
想

定
さ
れ

て
い
た
。

２
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

に
つ
い
て

２

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）
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（
国

住
指

第
4
9
3
6
号

平
成

2
3
年

3
月

2
5
日

）
各

都
道

府
県

、
建

築
行

政
主

務
部

長
宛

国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長

太
陽

光
発

電
設

備
等

に
係

る
建

築
基

準
法

の
取

扱
い
に
つ
い
て

（
抜

粋
）

第
２

土
地

に
自

立
し
て
設

置
す
る
太

陽
光

発
電

設
備

の
取

扱
い

土
地

に
自

立
し
て
設

置
す
る
太

陽
光

発
電

設
備

に
つ
い
て
は

、
太

陽
光

発
電

設
備

自
体

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
除

い
て
架

台
下

の
空
間
に
人
が
立
ち
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
架
台
下
の

空
間

を
居

住
、
執

務
、
作

業
、
集

会
、
娯

楽
、
物

品
の

保
管

又
は

格
納

そ
の

他
の

屋
内

的
用

途
に
供

し
な
い
も
の

に
つ
い
て
は

、
法

第
２
条
第

１
号

に
規

定
す
る
建

築
物

に
該

当
し
な
い
も
の

と
す
る
。

○
ご
提
案
の
太
陽
電
池
発
電
施
設
が
、
「
建
築
物
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法

に
基
づ
き
、
建
築
主
事
が
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

※
な
お
、
都
市
公
園
法
で
は
、
公
園
施
設
の
建
築
面
積
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で

定
め
る
建

ぺ
い
率

の
基

準
を
超

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
（
都

市
公

園
法

第
４
条

）

■
建

築
基

準
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第

二
百

一
号

）
抄

第
二

条
こ
の
法

律
に
お

い
て
次

の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各

号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
建

築
物

土
地

に
定

着
す
る
工

作
物

の
う
ち
、
屋

根
及

び
柱

若
し
く
は

壁
を
有

す
る
も
の

（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
含

む
。
）
、
こ
れ
に
附

属
す

る
門

若
し
く
は
塀

、
観

覧
の
た
め
の
工

作
物

又
は
地

下
若

し
く
は
高

架
の
工

作
物

内
に
設

け
る
事

務
所

、
店

舗
、
興

行
場

、
倉

庫
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
施

設
（
鉄

道
及

び
軌

道
の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に
関

す
る
施

設
並

び
に
跨

線
橋

、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
の
上

家
、
貯

蔵
槽

そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
施

設
を
除

く
。
）
を
い
い
、
建

築
設

備
を
含

む
も
の
と
す

る
。

３

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）
３
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

の
考

え
方

（
１
）

（
参
考
）
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○
ご
提
案
の
太
陽
電
池
発
電
施
設
が
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
、
当
該
発
電
施
設
が
「
既
設
の
建

築
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
公
園
管
理
者
が
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と

に
な
る
。

○
一

般
論

と
し
て
、
公

園
施

設
で
あ
る
駐

車
場

の
屋

根
と
し
て
の

機
能

と
占

用
物

件
で
あ
る
発

電
施

設
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
持

つ
太
陽
光
発
電
施
設
と
し
て
解
釈
で
き
る
場
合
、
通
常
、
都
市
公
園
と
し

て
の
効
用
や
公
園
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

○
し
た
が

っ
て
、
こ
の

よ
う
な
発

電
施

設
は

、
「
既

設
の

建
築

物
に
設

置
さ
れ

て
い
る
」
も
の

と
み

な
し
て

差
し
支

え
な
い
。

４

都
市

公
園

の
占

用
（
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

）

３
．
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

に
係

る
技

術
的

基
準

の
考

え
方

（
２
）
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（
参

考
）
太

陽
電

池
発

電
施

設
の

設
置

例

浜
寺

公
園

（
大

阪
府

高
石

市
）

○
園
内
の
休
憩
施
設
の
屋
根
の
上

部
に
設
置
。

○
休

憩
施

設
と
な
る
日

よ
け
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
上
に
太
陽
電

池
発
電
施
設
を
設
置
し
、
施
設
の

照
明
の
点
灯
に
活
用
。

鳥
屋

野
潟

公
園

（
新

潟
県

新
潟

市
）

○
園

内
の

事
務

所
の

屋
根

の
上

部
に
設
置
。

○
太
陽
電
池
発
電
施
設
に
よ
り
発

生
し
た
電
気
を
施
設
の
照
明
等

の
点
灯
に
活
用
。

北
条

公
園

（
愛

媛
県

松
山

市
）

○
園
内
の
体
育
館
の
屋
根
の
上
部

に
設
置
。

○
太
陽
電
池
発
電
施
設
に
よ
り
発
生

し
た
電
気
を
施
設
の
照
明
等
の
点

灯
に
活
用
。

○
な
お
、
発
生
し
た
余
剰
電
力
は
電

力
会
社
に
売
電
し
て
い
る
。

は
ま
で
ら

と
や

の
が

た
ほ

う
じ
ょ
う

５
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（
参

考
）
都

市
公

園
法

の
概

要

都
市

公
園

公
園

施
設

＜
都

市
公

園
の

効
用

を
全

う
す
る
施

設
＞

都
市

公
園

の
設

置
・
管

理
基

準
等

に
係

る
規

定

・
都
市
公
園

供
用
開
始
の
要
件

・
都
市
公
園

の
設
置
基
準

・
公
園
施
設

の
設
置
基
準

等

・
公
園
管
理
者
（
国
・
地
方
公
共
団
体
）

・
公
園
管
理
者
以
外
の
者
の
公
園
施
設
の
設
置
等

・
兼
用
工
作
物
の
管
理

・
占
用
許
可
物
件
（
占
用
物
件
：
電
柱
・
水
道
等
）

・都
市
公
園
内
で
の
禁
止
・許

可
行
為
事
項

・
都
市
公
園
の
保
存

・占
用
料
・使

用
料
の
徴
収

等

設 置 ・ 管 理 に 係 る 国 ・ 地 方 公 共 団

体 等 の 費 用 負 担 割 合 等

※
斜
体
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置

す
る
公

園
に
つ
い
て
、
そ
の

条
例

に
委

任
さ
れ
て
い
る
事

項

・
立
体
都
市
公
園
に
関
す
る
規
定

・
地
方
公
共
団
体
へ
の
補
助
金
交
付
規
定

・
公

園
管

理
者

に
よ
る
監

督
処

分
・
罰

則
規

定

・
私
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定

・
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
定

等

園
路

、
広

場
、
植

栽
（
修

景
施

設
）
、
休

憩
所

（
休

養
施

設
）
、
ぶ

ら
ん
こ
（
遊

技
施

設
）
、
野

球
場

（
運

動
施

設
）
、
植

物
園

（
教

養
施

設
）
、
売

店
（
便

益
施

設
）
、
門

（
管

理
施

設
）
等

①
国
営
公
園

②
地

方
公

共
団

体
が

設
置

す
る
公

園

＜
法

目
的

＞
都

市
公

園
の

健
全

な
発

達
・
公

共
の

福
祉

の
増

進

都
市

公
園

・
公

園
施

設
の

定
義

そ
の

他

管
理

設
置

６
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※
占

用
物

件
と
し
て
許

可
さ
れ

る
た
め
に
は

、
以

下
の

条
件

を
全

て
を
満

た
す
必

要
が

あ
る
。

①
占

用
が

公
衆

の
都

市
公

園
の

利
用

に
著

し
い
支

障
を
及

ば
さ
な
い
こ
と

②
必

要
や

む
を
得

な
い
と
認

め
ら
れ

る
こ
と

③
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

④
物
件
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と

（
例
）
電
柱
、
電
線
、
水

道
管
、
下
水
道
管
、
軌
道
、
公
共
駐
車
場
、
郵
便
ポ
ス
ト
、
公
衆
電
話
、

災
害
用
収
容
仮
設
施
設
、
競
技
会
等
の
催
し
物
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

等

※
占
用
期
間
：
１
０
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
（
物
件
に
よ
り
異
な
る
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
）

（
参

考
）
都

市
公

園
の

占
用

都
市
公
園
は
、
休
息
、
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、
都
市
環
境
の
改
善
、
生
物
多
様
性
の
確
保
等
、
災
害

時
に
お
け
る
避

難
地

等
、
多

面
的

な
機

能
を
持

っ
た
公

共
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
性

格
を
有

す
る
。

こ
の

た
め
、
都

市
公

園
に
公

園
施

設
以

外
の

工
作

物
そ
の

他
の

物
件

又
は

施
設

を
設

け
て
都

市
公

園
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公

園
管

理
者

の
許

可
が

必
要

。

占
用

物
件

の
許

可
条

件

・
外
観
・
構
造
に
係
る
規
制

・
設
置
基
準
規
制
（
地
下
埋
設
義
務
、
建
築
面
積
規
制

等
）

・
設
置
に
係
る
工
事
要
件

占
用

に
係

る
規

制

７

＜
都
市
公
園
法
６
，
７
条
＞

＜
都

市
公

園
法

施
行

令
1
2
～

1
7
条

＞
＜

都
市

公
園

法
施

行
規

則
５
～

８
条

＞
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都
市

公
園

の
保

存
（
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
）

○
都
市
に
お
け
る
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
、
人
々
の
憩
い
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
る
ほ

か
、
都
市
景
観
の
向
上
、
都
市
環
境
の
改
善
、
災
害
時
の
避
難
場
所
等
と
し
て
機
能
す
る
な
ど
多
様

な
機

能
を
有

し
て
い
る
。

○
こ
の
よ
う
な
緑

と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の

中
核

と
な
る
都

市
公

園
の

積
極

的
な
整

備
を
図

る
と
と

も
に
都

市
住

民
の

貴
重

な
資

産
と
し
て
そ
の

存
続

を
図

る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
た
め
、
保

存
規

定
が

設
け
ら
れ

た
。

○
こ
の

た
め
、
他

の
都

市
計

画
事

業
が

施
行

さ
れ

る
場

合
や
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
等

の
他

、
み

だ
り
に
都

市
公

園
を
廃

止
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
。

１
．
都

市
公

園
の

保
存

規
定

の
趣

旨

■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

七
十

九
号

）
抄

（
都

市
公

園
の
保

存
）

第
十
六
条

公
園
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
み

だ
り
に
都

市
公

園
の
区

域
の
全

部
又

は
一

部
に
つ

い
て
都

市
公

園
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
都

市
公

園
の
区

域
内

に
お

い
て
都

市
計

画
法

の
規

定
に
よ
り
公

園
及

び
緑

地
以

外
の
施

設
に
係

る
都

市
計

画
事

業
が

施
行

さ
れ
る
場
合
そ
の
他

公
益

上
特

別
の

必
要

が
あ
る
場

合
二

・
三

（
略

）

１
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○
「
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
そ
の
区
域
を
都
市
公
園
の
用
に
供
し
て
お
く
よ
り
も
、

他
の

施
設

の
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
の

方
が

公
益

上
よ
り
重

要
だ
と
い
う
場

合
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の

判
断
は
、
最
も
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
客
観

性
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め

公
聴
会
を
開
き
、
真
に
利

害
関
係
を
有
す
る
者
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
か
ら
意
見
を
聞
く
等

の
運

用
を
行

う
こ
と
が

好
ま
し
い
と
考

え
る
。

（
「
都

市
公

園
法

解
説

（
改

訂
新

版
）
」
よ
り
）

■
都

市
公

園
法

運
用

指
針

（
平

成
２
４
年

４
月

国
土

交
通

省
都

市
局

）
抜

粋
（
参

考
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
つ
い
て
）

「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
と
は

、
そ
の

区
域

を
都

市
公

園
の

用
に
供

し
て
お
く
よ
り
も
、
他

の
施

設
の

た
め
に
利

用
す
る

こ
と
の

方
が

公
益

上
よ
り
重

要
と
判

断
さ
れ

る
場

合
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
客

観
性

を
確

保
し
つ
つ
慎

重
に
行

う
必

要
が
あ
る
。
例
え
ば
土
地
収
用
法
第
４
条
に
お
い
て
は
、
同
法
又

は
他

の
法

律
に
よ
っ
て
、
土

地
等

を
収

用
し
、
又

は
使

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
事

業
の

用
に
供

し
て
い
る
土

地
等

は
、
特

別
の

必
要

が
な
け
れ

ば
収

用
し
、
又

は
使

用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨

規
定

し
て
い
る
が

、
法

第
１
６
条

で
規

定
す
る
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
お
い
て
も
、
少

な
く
と
も
土

地
収

用
法

第
４
条

に
規

定
す
る
程

度
の

特
別

の
必

要
が

求
め
ら
れ

る
と
考

え
ら
れ

る
。

公
園
管
理
者
が
公
益
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
都
市
公
園
の
廃
止
は
可
能
。

２

都
市

公
園

の
保

存
（
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
）

２
．
「
公

益
上

特
別

の
必

要
が

あ
る
場

合
」
に
つ
い
て
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都
市

公
園

の
保

存

元
屋

敷
公

園
（
熊

本
県

芦
北

町
）

○
下

水
道

施
設

（
ポ
ン
プ
場

）
整

備
の

た
め
都

市
公

園
を
廃
止

（
都

市
公

園
法

第
16

条
第
1号

に
基

づ
く
廃

止
）

(都
市

公
園

法
第
16

条
に
基

づ
く
都

市
公

園
の

廃
止

事
例

）

吉
志

ゆ
め
公

園
（
福

岡
県

北
九

州
市

）

○
都
市
公
園
を
廃
止
・
統
合
し
、
代
替
地
に
新
た
に
、

従
前

よ
り
大

規
模

な
公

園
を
整

備
（
都

市
公

園
法

第
16

条
第
2号

に
基

づ
く
廃

止
）

も
と
や

し
き

き
し

３
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○
都
市
公
園
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
国
土
交
通
大
臣
へ
の
報
告
や
都
市
公
園
台
帳
の
記
載
事
項

の
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
あ
る
。

○
特
に
、
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
都
市
公
園
の
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
等
、
別
途
都
市
計
画
法

に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
が
必
要
。

■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

七
十

九
号

）
抄

（
都

市
公

園
台

帳
）

第
十

七
条

公
園

管
理

者
は
、
そ
の
管

理
す

る
都

市
公

園
の
台

帳
（
以

下
こ
の
条

に
お

い
て
「
都

市
公

園
台

帳
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、

こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
都

市
公

園
台

帳
の
記

載
事

項
そ
の
他

そ
の
作

成
及

び
保

管
に
関

し
必

要
な
事

項
は
、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
。

３
公

園
管

理
者

は
、
都

市
公

園
台

帳
の
閲

覧
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
拒

む
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
報

告
及

び
資

料
の
提

出
）

第
三

十
条

地
方

公
共

団
体

は
、
都

市
公

園
を
設

置
し
、
そ
の
区

域
を
変

更
し
、
若

し
く
は
都

市
公

園
を
廃

止
し
た
と
き
、
又

は
こ
の
法

律
に
基

く
条

例
を
制

定
し
た
と
き
は
、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国

土
交

通
大

臣
に
報

告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
（
略

）

４

（
参

考
）
都

市
公

園
の

廃
止

手
続

き
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（
参

考
）
都

市
公

園
法

の
趣

旨

（
馬

場
建

設
大

臣
）

従
来
、
営

造
物

で
あ
る
公

園
に
関

す
る
法

制
と
し
て
は

、
明

治
六

年
太

政
官

布
告

第
十

六
号

の
ほ

か
は

、
わ

ず
か

に
都

市
計

画
法

及
び
土

地
区

画
整

理
法

に
そ
の

建
設

に
関

す
る
規

定
が

散
在

す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

が
管

理
に
関

す
る
法

制
は

全
く
存

在
し
な

か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の

結
果

、
公

園
の

管
理

の
適

切
を
欠

く
も
の

が
多

く
、
あ
る

い
は

荒
廃

し
、
あ
る
い
は

壊
滅

し
た
公

園
も
少

な
く
な
い
状

況
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

よ
う
な
事

態
に
対

処
す
る
た
め
、
公

園
の

規
制

に
関

す
る
法

律
の

制
定

が
長

年
に
わ

た
り
各

方
面

か
ら
要

望
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
の

で
、
こ
こ
に
都

市
公

園
の

設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
基

準
等

を
定

め
て
都

市
公

園
の

健
全

な
発

達
を
は

か
り
、
も
っ
て
公

共
の

福
祉

の
増

進
に
資

す
る
た
め
、
本

法
案

を
提

案
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

（
昭

和
三

十
一

年
三

月
十

五
日

（
衆

）
建

設
委

員
会

議
事

録
抜

粋
）

都
市

公
園

法
案

提
出

の
際

の
提

案
理

由
説

明

５
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保
安

林
制

度
に

関
す

る
提

案
に

つ
い

て

平
成

26
年

９
月

１
１

日
林

野
庁

森
林

整
備

部
治

山
課

地
方

分
権

改
革

有
識

者
会

議
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
ヒ

ア
リ

ン
グ

資
料

Ⅰ
指

定
・
解

除
権

限

通番４４：保安林の指定、解除権限の都道府県への移譲（農林水産省林野庁）
通番４５：都道府県による保安林の指定、解除に係る国の同意協議の廃止（農林水産省林野庁）
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11

常
願

寺
川

富
士

川

信
濃

川

利
根

川

ロ
ア

ー
ル

河

セ
ー

ヌ
河

コ
ロ

ラ
ド

河

メ
コ

ン
河

10
00 50

0

50
0

0
10

00

標 高

（
河

口
）

河
口

か
ら

の
距

離
（
㎞

）

河
川

延
長

と
勾

配
（
19

72
山

本
）

■
急

峻
な

地
形

■
１

時
間

降
水

量
80

m
m

以
上

の
発

生
回

数

19
76

～
19

83
平

均
11

.8
回

19
94

～
20

03
平

均
15

.3
回

19
84

～
19

93
平

均
12

.1
回

20
04

～
20

13
平

均
17

.6
回

出
典

：
気

象
庁

H
P

デ
ー

タ
を

元
に

作
成

■
国

土
面

積
の

内
訳

資
料

：
国

土
交

通
省

「
平

成
2
3
年

度
土

地
に

関
す

る
動

向
」

（
国

土
面

積
は

平
成

2
2
年

末
現

在
）

(単
位

：
万

h
a)

2
,5

0
7

(6
6
%
)

4
6
7

(1
2
%
)

1
9
0

6
1
6

(1
6
%
)

(5
%
)

国
土

面
積

3
,7

7
9
万

h
a

森
林

農
用

地

宅
地

そ
の

他

1
,4

4
9
 

(5
8
%
)

7
6
7

(3
1
%
)

2
9
2

(1
2
%
)

森
林

面
積

2
,5

0
8
万

h
a

私
有

林
国

有
林

公
有

林

資
料

：
林

野
庁

「
森

林
資

源
の

現
況

」
（
平

成
2
4
年

３
月

3
1
日

現
在

）

5
1
8

(
3
0
%)

1
,
2
23

 

(
7
0
%)

民
有

林
面

積
1
,7

4
1
万

h
a

普
通

林

保
安

林

資
料

：
林

野
庁

治
山

課
業

務
資

料
（
平

成
2
5
年

３
月

3
1
日

現
在

）

■
森

林
面

積
の

内
訳

■
民

有
林

面
積

の
内

訳

(単
位

：
万

h
a)

(単
位

：
万

h
a)

公
有

林
(2

92
万

ha
)

＋
私

有
林

(1
,4

49
万

ha
)

→
民

有
林

(1
,7

41
万

ha
、

69
%

)

１
日

本
の

森
林

の
現

状
と

特
色

○
我

が
国

は
国

土
面

積
（
約

38
万

km
2 ）

の
約

２
/３

を
森

林
（
約

25
万

km
2 ）

が
占

め
る

世
界

有
数

の
森

林
国

。
○

森
林

の
約

７
割

（
約

17
万

km
2 ）

は
民

有
林

（
公

有
林

＋
私

有
林

）
。

こ
の

う
ち

約
３

割
が

保
安

林
に

指
定

。
○

日
本

の
国

土
は

険
し

い
山

地
が

占
め

、
河

川
は

他
国

と
比

較
し

て
急

勾
配

。
○

近
年

、
１

時
間

降
水

量
80

m
m

以
上

の
集

中
豪

雨
の

発
生

回
数

が
増

加
傾

向
に

あ
り

、
山

地
災

害
の

発
生

リ
ス

ク
が

上
昇

。
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○
我

が
国

の
森

林
は

、
地

形
が

急
峻

か
つ

地
質

が
脆

弱
で

あ
る

こ
と

に
加

え
、

集
中

豪
雨

や
地

震
等

が
頻

発
す

る
こ

と
か

ら
、

毎
年

各
地

で
人

的
被

害
や

家
屋

等
へ

の
被

害
を

伴
う

山
地

災
害

が
発

生
。

○
平

成
元

年
以

降
、

年
平

均
発

生
箇

所
数

は
約

3
,7

0
0
箇

所
。

災
害

発
生

件
数

及
び

発
生

地
域

が
毎

年
大

き
く
変

動
す

る
こ

と
が

特
徴

。

○
災

害
が

発
生

す
れ

ば
、

そ
の

影
響

は
、

国
民

の
生

命
・
財

産
に

及
び

、
ま

た
、

行
政

区
界

等
を

超
え

て
広

域
に

及
ぶ

。

■
災

害
の

発
生

状
況

の
事

例

2
島

根
県

津
和

野
町

（
H

2
5
.7

.2
8
発

生
豪

雨
災

害
）

→
行

方
不

明
者

１
名

、
住

宅
全

壊
２

棟
長

野
県

南
木

曽
町

（
H

2
6
.7

.9
発

生
台

風
第

8
号

災
害

）
→

死
者

１
名

、
J
R

中
央

線
、

国
道

1
9
号

が
不

通
岩

手
県

雫
石

町
（
H

2
5
.8

.9
発

生
豪

雨
災

害
）

→
秋

田
新

幹
線

及
び

国
道

4
6
号

線
が

不
通

■
近

年
の

山
地

災
害

の
発

生
状

況

02040608010
0

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

６
年

８
年

１
０

年
１

２
年

１
４

年
１

６
年

１
８

年
２

０
年

２
２

年
２

４
年

被
害

額
箇

所
数

（
億

円
）

（
10

0箇
所

）

J
R

中
央

本
線

国
道

1
9
号

線

1
級

河
川

木
曽

川

南
木

曽
町

役
場

広
島

県
広

島
市

（
H

2
6
.8

.1
9
発

生
豪

雨
災

害
）

→
死

者
７

２
名

、
行

方
不

明
者

２
名

、
負

傷
者

４
４

名
、

住
宅

被
害

４
１

６
棟

秋
田

新
幹

線
・
国

道

２
近

年
の

山
地

災
害

発
生

状
況
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S
5
5

(1
98

0)

S
6
1

(8
6)

H
5

(9
3)

H
1
1

(9
9)

H
1
5

(2
00

3)

H
1
9

(0
7)

H
2
3

(1
1
)

○
森

林
は

、
山

地
災

害
の

防
止

、
洪

水
の

緩
和

、
水

資
源

の
涵

養
、

生
活

環
境

の
保

全
な

ど
の

多
面

に
わ

た
る

機
能

を
発

揮
し

て
お

り
、

適
正

な
整

備
・
保

全
に

よ
る

機
能

の
維

持
・
向

上
が

重
要

。

○
国

民
が

期
待

す
る

森
林

の
働

き
は

、
災

害
防

止
、

温
暖

化
防

止
、

水
資

源
涵

養
が

上
位

。

○
森

林
の

災
害

防
止

機
能

が
発

揮
さ

れ
ず

、
災

害
が

ひ
と

た
び

発
生

す
れ

ば
国

民
の

生
命

・
財

産
に

直
接

影
響

す
る

と
と

も
に

、
交

通
や

物
流

の
遮

断
等

に
よ

り
国

民
生

活
や

経
済

活
動

に
広

範
囲

に
影

響
。

3

【
表

層
崩

壊
防

止
機

能
】

【
表

面
侵

食
防

止
機

能
】

■
森

林
の

公
益

的
機

能

資
料

：
総

理
府

「
森

林
・
林

業
に

関
す

る
世

論
調

査
」
（
昭

和
55

年
）
、

「
み

ど
り

と
木

に
関

す
る

世
論

調
査

」
（
昭

和
61

年
）
、

「
森

林
と

み
ど

り
に

関
す

る
世

論
調

査
」
（
平

成
5年

）
、

「
森

林
と

生
活

に
関

す
る

世
論

調
査

」
（
平

成
11

年
）
、

内
閣

府
「
森

林
と

生
活

に
関

す
る

世
論

調
査

」
（
平

成
15

年
、

平
成

19
年

、
平

成
23

年
）

注
１

：
回

答
は

、
選

択
肢

の
中

か
ら

３
つ

ま
で

を
選

ぶ
複

数
回

答
。

注
２

：
選

択
肢

は
、

特
に

な
い

、
わ

か
ら

な
い

、
そ

の
他

を
除

い
て

記
載

。

温
暖

化
防

止

災
害

防
止

水
資

源
涵

養

大
気

浄
化

・
騒

音
緩

和

保
健

休
養

木
材

生
産

野
生

動
植

物
生

息
の

場 野
外

教
育

林
産

物
生

産

S
55

S
61

 
H

5 
   

 H
11

   
 H

15
   

 H
19

  
H

23
（
年

）
（ 順 位 ）

■
国

民
が

期
待

す
る

森
林

の
働

き

水
平
根
と
鉛
直
根
の
効
果 間

伐
に

よ
り

根
が

太
く
、

根
張

り
が

旺
盛

と
な

る

水
平

根
に

よ
る

土
の

つ
な

ぎ
止

め
効

果

垂
直

根
に

よ
る

す
べ

り
面

を
固

定
さ

せ
る

杭
効

果

地
表

が
侵

食
さ

れ
に

く
い

森
林

地
地

表
が

侵
食

さ
れ

や
す

い
裸

地

【
洪

水
緩

和
機

能
】

出
典

：
福

嶌
義

宏
「
田

上
山

地
の

裸
地

斜
面

と
植

栽
知

者
面

の
雨

水
流

出
解

析
」
（
1
9
7
7
）

降 水 量 流 出 量

裸
地

区

森
林

区

流
出

量
差

は
1
0
倍

を
超

え
る

6
9

1
2

1
5

1
8

2
1

0
3

6
(時

)

３
森

林
の

公
益

的
機

能
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4

保 安 林保 安 林

行
為
制
限

保
安
林
の

機
能
復
旧

指
定

・
水

源
地

域
の

保
安

林
整

備
や

被
災

し
た

保
安

林
の

復
旧

な
ど

治
山

事
業

の
実

施

・
立

木
の

伐
採

制
限

や
植

栽
の

義
務

・
土

地
の

形
質

の
変

更
等

の
規

制

・
公

益
的

機
能

の
発

揮
が

特
に

必
要

な
森

林
を

農
林

水
産

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

が
指

定

※
 税

金
の

減
免

、
伐

採
制

限
に

伴
う

損
失

補
償

な
ど

の
措

置

（
１
号
）
水
源
か
ん
養
、
（
２
号
）
土
砂
流
出
防
備
、

（
３
号
）
土
砂
崩
壊
防
備
、

（
４
号
以
下
）
飛
砂
防
備
、
防
風
、
水
害
防
備
、
潮
害
防

備
、
干
害
防
備
、
防
雪
、
防
霧
、

な
だ
れ
、
落
石

防
止
、
防
火
、
魚
つ
き
、
航
行
目

標
、
保
健
、
風

致
以
上
、
17
種

（
１
号
）
水
源
か
ん
養
、
（
２
号
）
土
砂
流
出
防
備
、

（
３
号
）
土
砂
崩
壊
防
備
、

（
４
号
以
下
）
飛
砂
防
備
、
防
風
、
水
害
防
備
、
潮
害
防

備
、
干
害
防
備
、
防
雪
、
防
霧
、

な
だ
れ
、
落
石

防
止
、
防
火
、
魚
つ
き
、
航
行
目

標
、
保
健
、
風

致
以
上
、
17
種

実
面

積
延

面
積

○
保

安
林

は
、

水
源

の
涵

養
、

災
害

の
防

備
、

生
活

環
境

の
保

全
等

の
目

的
の

達
成

の
た

め
に

必
要

な
森

林
に

つ
い

て
、

森
林

法
に

基
づ

き
農

林
水

産
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
が

指
定

。

○
指

定
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

森
林

施
業

上
の

要
件

(指
定

施
業

要
件

)を
定

め
、

伐
採

制
限

や
転

用
の

規
制

等
の

制
約

を
課

す
こ

と
に

よ
り

、
保

安
機

能
の

十
全

の
発

揮
を

図
る

制
度

。

■
保

安
林

の
種

類
■

保
安

林
制

度
の

体
系

91
3 

25
6 

27
 1

3 

91
3 

26
2 30
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実
面

積

延
面

積

（
万

ha
）

1,
20
9万

ha
1,
20
9万

ha
1,
28
4万

ha
1,
28
4万

ha

■
保

安
林

指
定

面
積

■
水

源
か

ん
養

■
土

砂
流

出
・
土

砂
崩

壊

■
飛

砂
・
防

風
・
干

害
防

備
等

■
魚

つ
き

・
保

健
等

４
保

安
林

制
度

の
概

要

26



5

○
保

安
林

の
指

定
・
解

除
に

関
す

る
権

限
・
事

務
は

、
国

と
都

道
府

県
と

で
役

割
分

担
。

○
１

～
３

号
保

安
林

（
１

号
：
水

源
か

ん
養

保
安

林
、

２
号

：
土

砂
流

出
防

備
保

安
林

、
３

号
：
土

砂
崩

壊
防

備
保

安
林

）
は

、
そ

の
指

定
の

目
的

の
性

質
上

、
受

益
範

囲
が

広
く
流

域
に

及
ぶ

保
安

林
。

○
重

要
流

域
と

は
、

２
以

上
の

都
府

県
の

区
域

に
わ

た
る

流
域

そ
の

他
の

国
土

の
保

全
又

は
国

民
経

済
上

特
に

重
要

な
流

域
。

保
安

林
の

指
定

・
解

除
に

関
す

る
権

限
・
事

務
区

分

保
安

林
の

区
分

権
限

・
事

務
区

分

民
有

林
１

～
３

号
重

要
流

域
農

林
水

産
大

臣

重
要

流
域

以
外

都
道

府
県

知
事

（
法

定
受

託
事

務
）

４
号

以
下

都
道

府
県

知
事

（
自

治
事

務
）

国
有

林
農

林
水

産
大

臣

５
保

安
林

の
指

定
・
解

除
に

関
す

る
国

と
都

道
府

県
の

役
割

分
担

27



6

１
．

地
方

分
権

推
進

委
員

会
第

１
次

勧
告

（
平

成
８

年
１

２
月

２
０

日
）

①
水

源
の

涵
養

、
土

砂
の

流
出

の
防

備
等

を
目

的
と

す
る

保
安

林
の

受
益

範
囲

は
広

く
流

域
に

及
び

、
そ

の
適

正
な

整
備

は
、

国
土

を
保

全
し

、
国

民
の

経
済

活
動

の
基

礎
を

な
す

「
ナ

シ
ョ

ナ
ル

ミ
ニ

マ
ム

」
と

し
て

の
意

義
を

有
す

る
。

②
２

以
上

の
都

道
府

県
の

区
域

に
わ

た
る

流
域

そ
の

他
の

国
土

の
保

全
又

は
国

民
経

済
上

特
に

重
要

な
流

域
に

つ
い

て
は

、
水

源
の

涵
養

、
土

砂
の

流
出

の
防

備
等

の
根

幹
部

分
を

な
す

。

重
要

流
域

以
外

の
１

～
３

号
保

安
林

の
指

定
・
解

除
権

限
を

都
道

府
県

へ
移

譲
す

る
と

共
に

、
機

関
委

任
事

務
で

あ
っ

た
４

号
以

下
の

保
安

林
に

関
す

る
事

務
を

『
自

治
事

務
』
と

し
た

。

２
．

地
方

分
権

改
革

推
進

要
綱

（
第

１
次

）
（
平

成
２

０
年

６
月

２
０

日
）

①
一

の
都

道
府

県
内

で
完

結
す

る
一

級
水

系
内

の
一

級
河

川
の

直
轄

区
間

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
都

道
府

県
に

移
管

す
る

。
個

別
の

対
象

河
川

に
つ

い
て

は
地

方
自

治
体

と
調

整
を

行
う

。
②

保
安

林
の

指
定

・
解

除
に

つ
い

て
は

、
一

級
水

系
内

の
一

級
河

川
の

全
区

間
の

都
道

府
県

へ
の

移
管

に
合

わ
せ

て
重

要
流

域
の

指
定

を
外

す
こ

と
に

よ
り

、
国

に
よ

る
当

該
重

要
流

域
の

保
安

林
の

指
定

・
解

除
の

権
限

を
都

道
府

県
に

移
譲

す
る

。

３
．

「
事

務
・
権

限
の

移
譲

等
に

関
す

る
見

直
し

方
針

に
つ

い
て

」
（
平

成
２

５
年

１
２

月
閣

議
決

定
）

①
移

譲
の

対
象

範
囲

は
、

「
地

方
分

権
改

革
推

進
要

綱
（
第

１
次

）
」
（
平

成
２

０
年

６
月

２
０

日
地

方
分

権
改

革
推

進
本

部
決

定
）

に
基

づ
く
も

の
と

す
る

。
②

な
お

、
具

体
的

な
移

譲
の

対
象

に
つ

い
て

は
、

個
別

の
協

議
・
調

整
を

経
て

決
ま

っ
て

い
く
も

の
で

あ
る

。
そ

の
際

に
は

、
国

民
生

活
・
経

済
を

支
え

る
基

幹
的

な
社

会
資

本
の

整
備

・
維

持
管

理
は

国
の

基
本

的
な

責
務

で
あ

る
と

の
認

識
に

立
っ

て
、

引
き

続
き

国
が

管
理

す
る

必
要

が
あ

る
道

路
・
河

川
に

つ
い

て
は

移
譲

の
対

象
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

地
方

分
権

改
革

推
進

要
綱

で
は

、
一

級
河

川
の

都
道

府
県

へ
の

移
管

に
合

わ
せ

た
保

安
林

指
定

・
解

除
権

限
の

都
道

府
県

へ
の

移
譲

が
明

記
さ

れ
た

が
、

「
事

務
・
権

限
の

移
譲

等
に

関
す

る
見

直
し

方
針

に
つ

い
て

」
で

は
、

河
川

の
み

に
つ

い
て

記
述

。

６
地

方
分

権
改

革
に

お
け

る
こ

れ
ま

で
の

議
論

28



7

保
安

林
解

除
申

請
書

（
申

請
者

）

解
除

予
定

告
示

公
告

・
縦

覧
（
40

日
）

（
都

道
府

県
知

事
）

解
除

確
定

告
示

（
都

道
府

県
知

事
）

事
前

相
談

告
示

の
準

備

審
査

・
告

示
の

準
備

（
3ヵ

月
）

都
道

府
県

知
事

権
限

の
場

合

手
続

期
間

３
ヵ

月

※
括

弧
書

き
の

期
間

が
標

準
処

理
期

間
（
申

請
者

に
よ

る
補

正
を

含
ま

な
い

期
間

）

事
前

相
談

保
安

林
解

除
申

請
書

（
申

請
者

）

審
査

（
3ヵ

月
）

解
除

申
請

書
進

達
（
都

道
府

県
知

事
）

解
除

予
定

通
知

（
農

林
水

産
大

臣
）

解
除

確
定

告
示

（
農

林
水

産
大

臣
）

告
示

の
準

備
（
2週

間
）

調
査

等
（
2ヵ

月
）

農
林

水
産

大
臣

権
限

の
場

合

解
除

予
定

告
示

公
告

・
縦

覧
（
40

日
）

（
都

道
府

県
知

事
）

告
示

の
準

備

手
続

期
間

５
．

５
ヵ

月

７
保

安
林

解
除

手
続

と
期

間

29



8

（
１

）
提

案
に

対
す

る
基

本
的

な
考

え
方

①
水

源
の

涵
養

、
土

砂
の

流
出

の
防

備
等

を
目

的
と

す
る

保
安

林
の

受
益

範
囲

は
広

く
流

域
に

及
び

、
そ

の
適

正
な

整
備

は
、

国
土

を
保

全
し

、
国

民
の

経
済

活
動

の
基

礎
を

な
す

「
ナ

シ
ョ

ナ
ル

ミ
ニ

マ
ム

」
と

し
て

の
意

義
を

有
す

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

保
安

林
の

指
定

・
解

除
は

、
本

来
的

に
は

国
が

直
接

行
う

べ
き

事
務

。

②
こ

の
う

ち
、

２
以

上
の

都
府

県
の

区
域

に
わ

た
る

流
域

そ
の

他
の

国
土

の
保

全
又

は
国

民
経

済
上

特
に

重
要

な
流

域
に

つ
い

て
は

、
水

源
の

涵
養

、
土

砂
の

流
出

の
防

備
等

の
根

幹
部

分
を

な
す

こ
と

か
ら

、
従

来
ど

お
り

国
の

直
接

事
務

と
す

る
こ

と
が

適
当

。

③
そ

の
一

方
で

、
「
事

務
・
権

限
の

移
譲

等
に

関
す

る
見

直
し

方
針

に
つ

い
て

（
平

成
２

５
年

１
２

月
閣

議
決

定
）
」
を

踏
ま

え
、

個
別

の
一

級
河

川
の

移
譲

の
議

論
が

完
了

し
た

も
の

か
ら

、
当

該
水

系
を

重
要

流
域

の
指

定
か

ら
外

す
こ

と
と

し
て

お
り

、
当

該
流

域
に

係
る

保
安

林
の

指
定

・
解

除
の

権
限

を
都

道
府

県
に

移
譲

す
る

こ
と

と
な

る
。

（
２

）
地

方
の

個
別

の
問

題
意

識
に

対
す

る
考

え
方

①
大

臣
権

限
の

保
安

林
は

、
そ

の
解

除
に

時
間

が
か

か
る

。
⇒

国
の
審

査
に
係

る
標

準
処

理
期

間
を
３
ヵ
月

と
定

め
て
お

り
、
平

均
処

理
期

間
は
９
１
．
６
日

。
全

案
件

の
約

６
割

は
４
５
日

以
内
で
処
理
を
完
了
し
て
い
る
（
申
請
者
に
よ
る
補
正
期
間
を
含
め
た
平
成
２
４
年
度
の
実
績
値
）
。

②
道

路
改

良
等

の
軽

微
な

解
除

で
あ

っ
て

も
、

大
臣

権
限

保
安

林
の

解
除

は
事

務
手

続
の

手
間

が
か

か
る

。
⇒

道
路
の
新
設
又
は
改
良
に
係
る
保
安
林
解
除
申
請
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
簡
素
化
を
措
置
し
て
い
る
。

③
知

事
権

限
保

安
林

と
審

査
基

準
が

同
じ

で
あ

る
た

め
、

県
に

お
い

て
審

査
可

能
。

⇒
国
の
審
査
過
程
に
お
い
て
は
、
解
除
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
等
に
よ
り
補
正
が
必
要
と
な
る
案
件
が
多
く
、
国
に
よ
る

厳
密
な
審
査
の
重
要
性
は
高
い
。

④
保

安
林

解
除

手
続

が
、

災
害

復
旧

事
業

の
迅

速
な

実
施

の
障

害
と

な
っ

て
い

る
。

⇒
災
害
復
旧
に
関
し
て
は
、
先
に
復
旧
事
業
を
進
め
、
事
後
の
保
安
林
解
除
申
請
を
可
能
と
し
て
い
る
。

８
地

方
か

ら
の

提
案

に
対

す
る

当
庁

の
考

え
方

（
保

安
林

指
定

・
解

除
権

限
の

移
譲

）
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99

保
安

林
整

備
計

画
流

域
一

覧
表

1
渡

島
地

区
4
1

名
取

川
8
1

庄
川

1
2
1

加
古

川
～

揖
保

川
1
6
1

吉
田

川
～

厚
東

川
2
0
1

駅
館

川
～

大
分

川

2
檜

山
地

区
4
2

阿
武

隈
川

8
2

庄
川

～
石

川
県

境
1
2
2

揖
保

川
1
6
2

厚
東

川
～

佐
波

川
2
0
2

大
分

川

3
尻

別
川

4
3

米
代

川
～

雄
物

川
8
3

能
登

地
区

1
2
3

千
種

川
1
6
3

佐
波

川
～

錦
川

2
0
3

大
野

川

4
積

丹
地

区
4
4

雄
物

川
8
4

能
登

地
区

～
手

取
川

1
2
4

円
山

川
1
6
4

錦
川

2
0
4

番
匠

川

5
胆

振
地

区
4
5

子
吉

川
8
5

手
取

川
1
2
5

円
山

川
～

鳥
取

県
境

1
6
5

島
し

ょ
（
山

口
県

）
2
0
5

北
川

6
鵡

川
4
6

秋
田

県
境

～
最

上
川

8
6

手
取

川
～

福
井

県
境

1
2
6

淡
路

地
区

1
6
6

吉
野

川
2
0
6

五
ヶ

瀬
川

7
沙

流
川

4
7

最
上

川
8
7

九
頭

竜
川

1
2
7

紀
ノ

川
1
6
7

吉
野

川
～

那
賀

川
2
0
7

耳
川

8
日

高
地

区
4
8

荒
川

8
8

九
頭

竜
川

～
京

都
府

境
1
2
8

有
田

川
1
6
8

那
賀

川
2
0
8

一
ツ

瀬
川

9
石

狩
川

4
9

最
上

川
～

新
潟

県
境

8
9

富
士

川
1
2
9

日
高

川
1
6
9

那
賀

川
～

高
知

県
境

2
0
9

大
淀

川

1
0

厚
田

地
区

5
0

宮
城

県
境

～
請

戸
川

9
0

矢
作

川
1
3
0

富
田

川
1
7
0

香
川

地
区

2
1
0

大
淀

川
～

鹿
児

島
県

境

1
1

留
萌

地
区

5
1

請
戸

川
～

夏
井

川
9
1

庄
内

川
1
3
1

日
置

川
1
7
1

香
川

県
境

～
加

茂
川

2
1
1

川
内

川

1
2

天
塩

川
5
2

夏
井

川
～

茨
城

県
境

9
2

木
曽

川
1
3
2

古
座

川
1
7
2

加
茂

川
～

重
信

川
2
1
2

川
内

川
～

甲
突

川

1
3

十
勝

川
5
3

久
慈

川
9
3

南
伊

豆
地

区
1
3
3

千
代

川
1
7
3

重
信

川
2
1
3

甲
突

川
～

本
城

川

1
4

広
尾

地
区

5
4

阿
賀

野
川

9
4

北
伊

豆
地

区
1
3
4

天
神

川
1
7
4

肱
川

2
1
4

本
城

川
～

肝
属

川

1
5

阿
寒

川
5
5

福
島

県
境

～
久

慈
川

9
5

富
士

川
～

安
倍

川
1
3
5

日
野

川
1
7
5

肱
川

～
高

知
県

境
2
1
5

肝
属

川
～

宮
崎

県
境

1
6

釧
路

川
5
6

那
珂

川
9
6

安
倍

川
1
3
6

鳥
取

県
境

～
斐

伊
川

1
7
6

島
し

ょ
（
愛

媛
県

）
2
1
6

島
し

ょ
（
鹿

児
島

県
）

1
7

根
室

地
区

5
7

那
珂

川
～

利
根

川
9
7

安
倍

川
～

大
井

川
1
3
7

斐
伊

川
1
7
7

四
万

十
川

～
愛

媛
県

境
2
1
7

沖
縄

1
8

斜
里

地
区

5
8

利
根

川
9
8

大
井

川
1
3
8

斐
伊

川
～

江
の

川
1
7
8

四
万

十
川

2
1
8

島
し

ょ
（
沖

縄
県

）

1
9

網
走

川
5
9

信
濃

川
9
9

大
井

川
～

天
竜

川
1
3
9

江
の

川
1
7
9

四
万

十
川

～
仁

淀
川

2
0

常
呂

川
6
0

荒
川

1
0
0

天
竜

川
1
4
0

江
の

川
～

高
津

川
1
8
0

仁
淀

川

2
1

湧
別

川
6
1

利
根

川
～

夷
隅

川
1
0
1

天
竜

川
～

愛
知

県
境

1
4
1

高
津

川
1
8
1

物
部

川

2
2

渚
滑

川
6
2

加
茂

川
～

養
老

川
1
0
2

渥
美

地
区

1
4
2

島
し

ょ
（
島

根
県

）
1
8
2

物
部

川
～

徳
島

県
境

2
3

宗
谷

地
区

6
3

養
老

川
～

江
戸

川
1
0
3

豊
川

～
矢

作
川

1
4
3

兵
庫

県
境

～
吉

井
川

1
8
3

山
国

川

2
4

秋
田

県
境

～
岩

木
川

6
4

多
摩

川
1
0
4

知
多

地
区

1
4
4

吉
井

川
1
8
4

山
国

川
～

遠
賀

川

2
5

岩
木

川
6
5

島
し

ょ
（
東

京
都

）
1
0
5

庄
内

川
～

木
曽

川
1
4
5

旭
川

1
8
5

遠
賀

川

2
6

岩
木

川
～

駒
込

川
6
6

多
摩

川
～

相
模

川
1
0
6

愛
知

県
境

～
鈴

鹿
川

1
4
6

旭
川

～
高

梁
川

1
8
6

遠
賀

川
～

佐
賀

県
境

2
7

駒
込

川
～

奥
入

瀬
川

6
7

相
模

川
1
0
7

鈴
鹿

川
1
4
7

児
島

地
区

1
8
7

矢
部

川

2
8

下
北

地
区

6
8

相
模

川
～

酒
匂

川
1
0
8

鈴
鹿

川
～

宮
川

1
4
8

高
梁

川
1
8
8

筑
後

川

2
9

奥
入

瀬
川

～
五

戸
川

6
9

酒
匂

川
1
0
9

宮
川

1
4
9

高
梁

川
～

広
島

県
境

1
8
9

川
上

川

3
0

馬
淵

川
7
0

酒
匂

川
～

静
岡

県
境

1
1
0

宮
川

～
熊

野
川

1
5
0

芦
田

川
1
9
0

川
上

川
～

長
崎

県
境

3
1

新
井

田
川

7
1

山
形

県
境

～
荒

川
1
1
1

熊
野

川
1
5
1

芦
田

川
～

沼
田

川
1
9
1

佐
賀

北
部

3
2

青
森

県
境

～
小

本
川

7
2

信
濃

川
～

関
川

1
1
2

淀
川

1
5
2

沼
田

川
1
9
2

佐
賀

県
境

～
川

棚
川

3
3

小
本

川
～

閉
伊

川
7
3

関
川

1
1
3

由
良

川
1
5
3

沼
田

川
～

黒
瀬

川
1
9
3

中
半

島
部

3
4

閉
伊

川
7
4

姫
川

1
1
4

由
良

川
～

兵
庫

県
境

1
5
4

黒
瀬

川
～

太
田

川
1
9
4

島
し

ょ
（
長

崎
県

）

3
5

閉
伊

川
～

宮
城

県
境

7
5

佐
渡

地
区

1
1
5

神
崎

川
1
5
5

太
田

川
1
9
5

菊
池

川

3
6

米
代

川
7
6

新
潟

県
境

～
黒

部
川

1
1
6

大
和

川
1
5
6

太
田

川
～

山
口

県
境

1
9
6

白
川

3
7

北
上

川
7
7

黒
部

川
1
1
7

大
和

川
～

和
歌

山
県

境
1
5
7

島
し

ょ
（
広

島
県

）
1
9
7

緑
川

3
8

岩
手

県
境

～
北

上
川

7
8

黒
部

川
～

常
願

寺
川

1
1
8

武
庫

川
1
5
8

島
根

県
境

～
橋

本
川

1
9
8

球
磨

川

3
9

鳴
瀬

川
7
9

常
願

寺
川

1
1
9

六
甲

地
区

1
5
9

橋
本

川
1
9
9

島
し

ょ
（
熊

本
県

）

4
0

鳴
瀬

川
～

名
取

川
8
0

神
通

川
1
2
0

加
古

川
1
6
0

橋
本

川
～

吉
田

川
2
0
0

山
国

川
～

駅
館

川

重
要

流
域

：
１

２
２

流
域

重
要

流
域

以
外

：
９

６
流

域

凡
例

重
要

流
域

（
農

林
水

産
大

臣
権

限
）

重
要

流
域

以
外

（
都

道
府

県
知

事
権

限
）

（
参

考
）

保
安

林
制

度
に

お
け

る
国

と
都

道
府

県
の

役
割

分
担

31



地
方

分
権

改
革

有
識

者
会

議
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
ヒ

ア
リ

ン
グ

資
料

保
安

林
制

度
に

関
す

る
提

案
に

つ
い

て

Ⅱ
解

除
に

係
る

大
臣

同
意

32



11

○
都

道
府

県
知

事
権

限
の

保
安

林
の

解
除

に
お

い
て

、
農

林
水

産
大

臣
の

同
意

が
必

要
と

な
る

の
は

、
以

下
の

２
と

お
り

（
１

）
重

要
流

域
以

外
の

１
～

３
号

保
安

林
の

解
除

面
積

が
一

定
規

模
以

上
の

場
合

（
２

）
過

去
に

保
安

施
設

事
業

等
を

実
施

し
た

箇
所

を
含

む
場

合

保
安

林
の

区
分

権
限

・
事

務
区

分

民
有

林
１

～
３

号
重

要
流

域
農

林
水

産
大

臣

重
要

流
域

以
外

都
道

府
県

知
事

（
法

定
受

託
事

務
）

４
号

以
下

都
道

府
県

知
事

（
自

治
事

務
）

国
有

林
農

林
水

産
大

臣

保
安

林
解

除
に

農
林

水
産

大
臣

の
同

意
が

必
要

な
場

合

①
解

除
面

積
が

一
定

規
模

以
上

の
場

合
（
※

）

②
保

安
施

設
事

業
等

を
実

施
し

た
箇

所
を

含
む

場
合

※
一

定
規

模
と

は
、

指
定

理
由

の
消

滅
に

よ
る

解
除

の
場

合
は

１
㏊

以
上

、
公

益
上

の
理

由
に

よ
る

解
除

の
場

合
は

５
㏊

以
上

を
い

う
。

９
保

安
林

制
度

に
お

け
る

大
臣

同
意

協
議

の
対

象

33



12

事
前

相
談

保
安

林
解

除
申

請
書

（
申

請
者

）

協
議

内
容

の
検

討
・
審

査
①

面
積

要
件

：
1ヵ

月
②

保
安

施
設

等
施

行
地

：
2ヵ

月

協
議

書
提

出
（
都

道
府

県
知

事
）

協
議

結
果

通
知

（
農

林
水

産
大

臣
）

解
除

確
定

告
示

（
都

道
府

県
知

事
）

保
安

林
解

除
申

請
書

（
申

請
者

）

解
除

確
定

告
示

（
都

道
府

県
知

事
）

告
示

の
準

備
（
2週

間
）

事
前

相
談

審
査

・
告

示
の

準
備

（
3ヵ

月
）

審
査

（
3ヵ

月
）農

林
水

産
大

臣
同

意
協

議
を

行
う

場
合

手
続

期
間

３
ヵ

月

手
続

期
間

①
４

．
５

ヵ
月

②
５

．
５

ヵ
月

※
括

弧
書

き
の

期
間

が
標

準
処

理
期

間
（
申

請
者

に
よ

る
補

正
を

含
ま

な
い

期
間

）

解
除

予
定

告
示

公
告

・
縦

覧
（
40

日
）

（
都

道
府

県
知

事
）

告
示

の
準

備

解
除

予
定

告
示

公
告

・
縦

覧
（
40

日
）

（
都

道
府

県
知

事
）

告
示

の
準

備

農
林

水
産

大
臣

同
意

協
議

を
必

要
と

し
な

い
場

合

１
０

保
安

林
解

除
に

係
る

大
臣

同
意

手
続

と
期

間

34



13

（
１

）
重

要
流

域
以

外
の

１
～

３
号

保
安

林
の

解
除

面
積

が
一

定
規

模
以

上
の

場
合

①
水

源
の

涵
養

、
土

砂
の

流
出

の
防

備
等

を
目

的
と

す
る

保
安

林
の

受
益

範
囲

は
広

く
流

域
に

及
び

、
そ

の
適

正
な

整
備

は
、

国
土

を
保

全
し

、
国

民
の

経
済

活
動

の
基

礎
を

な
す

「
ナ

シ
ョ

ナ
ル

ミ
ニ

マ
ム

」
と

し
て

の
意

義
を

有
す

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

保
安

林
の

指
定

・
解

除
は

、
本

来
的

に
は

国
が

直
接

行
う

べ
き

事
務

。

②
一

定
面

積
以

上
の

森
林

の
開

発
で

は
、

土
砂

の
流

出
等

の
問

題
発

生
率

が
上

昇
す

る
傾

向
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
重

要
流

域
以

外
で

あ
っ

て
も

、
国

が
広

域
的

な
観

点
か

ら
保

安
林

解
除

の
妥

当
性

を
審

査
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

該
当

す
る

案
件

数
は

、
平

成
2
3
年

度
以

降
で

全
国

８
件

に
と

ど
ま

っ
て

お
り

、
大

臣
権

限
の

保
安

林
解

除
事

務
を

通
じ

て
事

例
を

集
積

し
て

い
る

国
に

よ
る

審
査

は
、

一
定

面
積

以
上

の
開

発
に

内
包

す
る

危
険

性
を

低
減

す
る

意
味

に
お

い
て

有
効

。

（
２

）
過

去
に

保
安

施
設

事
業

等
を

実
施

し
た

箇
所

を
含

む
場

合
○

保
安

施
設

事
業

等
は

、
国

民
の

生
命

・
財

産
・
社

会
経

済
活

動
を

守
る

こ
と

を
目

的
と

し
、

山
地

災
害

の
危

険
が

高
い

箇
所

等
、

保
安

機
能

の
維

持
・
強

化
が

特
に

必
要

な
保

安
林

等
で

国
費

を
投

入
し

て
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

保
安

施
設

事
業

等
を

実
施

し
た

保
安

林
の

解
除

に
あ

た
っ

て
は

、
水

源
の

涵
養

ま
た

は
災

害
の

防
備

と
い

っ
た

保
安

林
の

機
能

が
引

き
続

き
維

持
さ

れ
る

か
に

つ
い

て
、

全
国

的
見

地
か

ら
国

民
の

安
全

が
等

し
く
確

保
さ

れ
る

よ
う

、
流

域
保

全
の

観
点

も
含

め
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
国

の
同

意
を

要
す

る
協

議
が

必
要

。

（
３

）
地

方
の

個
別

の
問

題
意

識
に

対
す

る
考

え
方

①
国

の
同

意
協

議
に

よ
り

、
保

安
林

解
除

に
時

間
が

か
か

る
。

⇒
国
に
お
け
る
標
準
処
理
期
間
を
定
め
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
案
件
を
そ
の
期
間
内
で
処
理
。
標
準
処
理
期
間
が
２
ヵ
月
と
定

め
ら
れ
て
い
る
保
安
施
設
事
業
等
施
行
地
に
係
る
解
除
案
件
に
つ
い
て
も
、
１
ヵ
月
以
内
に
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

②
形

式
的

な
同

意
協

議
は

不
要

。
⇒

同
意
協
議
に
お
い
て
も
、
解
除
要
件
の
内
容
に
関
す
る
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
解
除
要
件
で
あ
る
「
事
業
実
施
の
確
実
性
」

に
関
す
る
補
正
が
必
要
と
な
っ
た
事
例
も
あ
り
、
形
式
的
な
審
査
で
は
な
い
。

③
大

臣
同

意
手

続
が

、
災

害
復

旧
事

業
の

迅
速

な
実

施
の

障
害

と
な

っ
て

い
る

。
⇒

災
害
復
旧
に
関
し
て
は
、
先
に
復
旧
事
業
を
進
め
、
事
後
に
保
安
林
解
除
申
請
を
行
う
こ
と
が
可
能
。

１
１

地
方

か
ら

の
提

案
に

対
す

る
当

庁
の

考
え

方
（
大

臣
同

意
の

廃
止

）
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地
域

森
林
計
画
の
策
定

に
つ

い
て

平
成

２
６
年

９
月

１
１
日

林
野

庁
森

林
整

備
部

計
画

課

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案

募
集

検
討

専
門

部
会

ヒ
ア
リ
ン
グ
資
料

通番４６：都道府県の地域森林計画に係る国の同意協議の廃止（農林水産省林野庁）
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１
森

林
計

画
制

度
の

目
的

と
役

割

○
森
林
計
画
制
度
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
や
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
、
林
産
物
の
供

給
等
の
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
を
図
る
た
め
、
国
が
全
国
的
な
視
点
か
ら
全
国
森

林
計
画
に
お
い
て
森
林
の
取
扱
い
に
係
る
目
標
や
基
本
的
な
考
え
方
を
規
定
し
、
こ
れ
に
即
し

て
、
都
道
府
県
が
地
域
の
実
態
に
応
じ
地
域
森
林
計
画
に
お
い
て
森
林
の
取
扱
い
に
係
る
基
準

や
方
法
等
を
具
体
的
に
規
定
す
る
も
の

○
森
林
の
成
長
量
に
応
じ
た
伐
採
量
、
伐
採
に
応
じ
た
造
林
量
な
ど
、
森
林
の
取
扱
い
の
根
幹
に

係
る
計
画
量
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
国
と
協
議
し
国
が
同
意
す
る
仕
組
み
に
よ
り
整
合
を
図

り
、
森
林
・
林
業
施
策
の
実
効
性
を
確
保

○
ま
た
、
伐
採
、
造
林
、
間
伐
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
国
と
協
議
す
る
仕
組
み
に
よ
り
、

伐
採
、
造
林
等
に
係
る
勧
告
・
命
令
や
森
林
経
営
計
画
の
認
定
基
準
に
係
る
森
林
施
業
方
法
の

規
律
に
つ
い
て
の
全
国
的
な
公
平
性
を
担
保

1
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２
地

域
森

林
計

画
策

定
の

ス
キ
ー
ム

・
森

林
整

備
・
保

全
の

目
標

・
立

木
の

伐
採

量
・
林

道
開

設
量

・
造

林
量

・
間

伐
量

・
治

山
事

業
施

行
地

区
数

・
保

安
林

の
整

備

地
域
森
林
計
画
（
都
道
府
県
）

森
林
法
第
５
条

・
伐

採
、
造

林
、
間

伐
の

方
法

・
施

業
の

集
約

化
、
機

械
化

に
関

す
る
こ
と

・
森

林
の

機
能

ご
と
の

整
備

の
方

針
等

・
伐

採
、
造

林
、
間

伐
の

方
法

・
施

業
の

集
約

化
、
機

械
化

に
関

す
る
こ
と

・
森

林
の

機
能

ご
と
の

整
備

の
方

針
等

全
国

森
林

計
画

（
国

）
森

林
法

第
４
条

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
森
林
の
取
扱
い

計
画
量

全
国
的
な
視
点
か
ら
の
森
林
の
取
扱
い

即 し て

計
画
量

市
町
村
が
策
定
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
森
林
所
有
者
等
が
作
成
す
る
森
林
経
営
計
画
等
を
通
じ
て
計
画
の
実
行
を
確
保

・
森

林
整

備
・
保

全
の

目
標

・
立

木
の

伐
採

量
・
林

道
開

設
量

・
造

林
量

・
間

伐
量

・
治

山
事

業
施

行
地

区
数

・
保

安
林

の
整

備

届 出

協 議 ・ 同 意

森
林

施
業

の
指

針
や

規
範

協 議

森
林

施
業

の
指

針
や

規
範

2

・
そ
の

他
森

林
の

整
備

及
び
保

全
の
た
め
に
必
要
な
事
項
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３
地

域
森

林
計

画
の

国
へ

の
協

議
・
同

意
の

必
要

性
①

適
切

な
森

林
の

整
備

・
保

全
を
全

国
的

に
確

保
（
そ
の

１
）

○
森

林
の

有
す
る
多

面
的

機
能

の
効

果
は

、
広

域
に
及

ぶ
と
と
も
に
、
ひ
と
た
び
失

わ
れ

る
と
回

復
に
長

期
を
要

す
る

○
地

球
温

暖
化

防
止

に
向

け
た
森

林
吸

収
源

対
策

の
推

進
、
頻

発
し
て
い
る
自

然
災

害
へ

の
防

備
、
さ
ら
に
外

国
資

本
に
よ
る
森

林
買

収
の

懸
念

と
い
っ
た
全

国
的

課
題

が
あ
る
中

で
、
未

然
に
無

秩
序

な
伐

採
・
開

発
を
防

ぎ
、
確

実
な
更

新
・
保

育
を
実

施
し
、
永

続
的

に
森

林
生

態
系

を
維

持
し
森

林
資

源
を
確

保
し
て
い
く
こ
と
が

必
要

■
過
去

の
森

林
荒

廃
と
現

在
の

森
林

状
況

計
画

的
な
森

林
の

整
備
・
保
全
の
成
果

滋
賀
県
野
洲
市

（
明
治

44
(1

91
1)
年
）

滋
賀
県
野
洲
市

（
平
成

21
（
20

09
）
年
）

■
山

地
災

害
の

発
生

リ
ス
ク
の

高
ま
り

0510152025303540

19
76

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
06

20
11

1,000地点あたりの観測回数

１
時
間
降
水
量
８
０
m
m
以

上
の

発
生

回
数

（
10

00
地

点
当

た
り
）

20
04

～
20
13
平

均
17
.6
回

19
76

～
19
83
平

均
11
.8
回

19
94

～
20
03
平

均
15
.3
回

19
84

～
19
93
平

均
12
.1
回

出
典

：
気

象
庁
HP

デ
ー
タ
を
基
に
作
成

3
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○
全

国
森

林
計

画
で
は

、
都

道
府

県
の

意
見

を
聴

い
て
全

国
４
４
の

広
域

流
域

ご
と
に
森

林
の

整
備

・
保

全
の

目
標

を
設

定
し
、
そ
の

達
成

に
必

要
な
立

木
の

伐
採

量
や

造
林

量
・
間

伐
量

等
の

計
画

量
を
定

め
て
い
る
と
こ
ろ

○
伐

採
量

と
間

伐
量

は
お
お
む
ね

計
画

量
を
確

保
し
て
い
る
一

方
、
造

林
量

は
計

画
量

を
下

回
っ
て
い
る
状

況

○
将

来
に
わ

た
っ
て
我

が
国

全
体

の
二

酸
化

炭
素

吸
収

や
林

産
物

の
供

給
等

の
森

林
の

有
す
る
多

面
的

機
能

の
発

揮
を
確

保
す
る
上

で
、
適

切
な
伐

採
及

び
そ
の

跡
地

へ
の

造
林

を
進

め
る
こ
と
は

重
要

な
課

題

○
こ
の

た
め
、
森

林
の

成
長

量
に
応

じ
た
伐

採
量

、
伐

採
に
応

じ
た
造

林
量

な
ど
森

林
の

取
扱

い
の

根
幹

に
係

る
計

画
量

に
つ
い
て
は

、
資

源
計

画
と
し
て
の

国
の

全
国

森
林

計
画

と
の

整
合

性
を
保

つ
必

要

生
物

多
様

性
の
保
全

○
野
生
動
植
物
種
の
生
育

・
生
息
の
場

○
森
林
生
態
系
の
保
全

■
森
林
の
有
す
る
多

面
的

機
能

の
発

揮
水

源
の

か
ん
養

○
洪
水
緩
和

○
水
資
源
貯
留

○
水
質
浄
化

国
土

の
保

全
○
土
砂
災
害
防
止

○
土
壌
保
全

そ
の
他

・
快

適
環

境
形

成
・
保

健
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
文

化

地
球

温
暖

化
の

防
止

○
二
酸
化
炭
素
吸
収

○
化
石
燃
料
代
替

CO
2

O
2

木
質

ペ
レ
ッ
ト

林
産

物
の

供
給

○
木

材
（
建

築
材

、
燃

料
材

等
）

○
食

料
（
き
の

こ
、
山

菜
等

）

①
適

切
な
森

林
の

整
備

・
保

全
を
全

国
的

に
確

保
（
そ
の

２
）

■
伐

採
立

木
材

積
等

の
実

績

区
分

実
行

率
※
1

伐
採
立
木
材
積

主
伐

84
%

間
伐

10
3%

人
工
造
林
面
積

48
%

保
安
林
の
指
定
面
積

※
2

94
%

※
１

実
行

率
は

、
前

全
国

森
林

計
画

（
平

成
21

～
36

年
度
の
計
画
量
の
年

平
均

）
に
対

す
る
実

績
（
平

成
20

～
23

年
度

実
績

の
年

平
均

）
の

割
合

※
２

保
安
林
の
指
定
面
積
の
実
行
率
は
、
前
全

国
森
林
計
画
の
計
画
面
積

に
対
す
る
平
成
23

年
度
末
時
点
の
指
定
面
積
の
割
合

○
森
林
の
有
す
る
公
益

的
機
能
の
貨
幣
評
価
額
に
つ
い
て
は
年
間
約
70

兆
円

※
と
試

算

※
貨
幣
評
価
可
能
な
機
能
は
一
部

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
機

能
に
よ
り
評
価
手

法
が
異

な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
単

純
に

合
計

す
る
こ
と
は
正

確
で
は
な
い
が
、
参

考
と
し
て
示

し
た
も
の

※
日

本
学

術
会

議
答

申
「
地

球
環

境
・
人

間
生

活
に
か
か
わ
る
農

業
及

び
森

林
の
多

面
的

機
能

の
評

価
に
つ

い
て
」

及
び

同
関

連
付

属
資

料
（
平

成
1
3
（
2
0
0
1
）
年

1
1
月

）
4
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②
日

本
と
し
て
国

際
的

に
表

明
し
た
森

林
吸

収
源

対
策

の
着

実
な
実

行
を
確

保

○
地
球
温
暖
化
対
策
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
（
C
O

2
）
の
吸
収
源
で

あ
る
森

林
の

整
備

が
重

要
な
役

割

○
京
都
議
定
書
第
１
約
束
期
間
（
2
0
0
8
～
2
0
1
2
年
）
に
お
け
る
我
が
国

の
削

減
約

束
(1
9
9
0
年

比
６
％

減
)の

う
ち
、
3
.8
％

を
森

林
吸

収
源

対
策

で
確

保

○
第
２
約
束
期
間
（
2
0
1
3
年
～
2
0
2
0
年
）
に
つ
い
て
我
が
国
は
、

・
2
0
2
0
年
の
削
減
目
標
を
2
0
0
5
年
度
総
排
出
量
比
で
3
.8
%
減
と
す
る
こ

と
・
こ
の

う
ち
2
.8
%
以

上
を
森

林
吸

収
源

対
策

で
確

保
す
る
こ
と

を
表

明
（
平

成
2
5
年

1
2
月

に
国

連
気

候
変

動
枠

組
条

約
事

務
局

に
提

出
し
た
第

1
回

隔
年

報

告
書
に
明
記
）

○
こ
の
達
成
の
た
め
に
は
、
年
平
均
5
2
万
h
aの

間
伐
等
の
実
施
が

必
要

１ ９ ９ ０ 年 度 の 温 室 効 果 ガ ス

排 出 量 に 対 す る 比 率■
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
森
林
吸
収
量
の
推
移

35

55
52

0102030405060

H1
8

H1
9～

24
平
均

H2
5～

32
平
均

■
間
伐
面
積
の
推
移

■
間
伐
等
に
よ
る
森
林
吸
収
量
の
確
保

CO
2

森
林

整
備

※
１
：
19

90
年
時
点
で
森
林
で
な
か
っ
た
土
地
に
植
林
（
我
が
国
で
は
対
象
地
は
ご
く
わ
ず
か
）

※
２
：
19

90
年
以
降
に
行
っ
た
間
伐
等
の
森
林
整
備

1
9
9
0
年

以
降
に
人
為
活
動
（
｢新

規
・
再
植
林
｣※

１
､｢
森
林
経
営
｣※

２
が

行
わ

れ
て
い
る
森

林
に
お
け
る
吸
収
量
が
カ
ウ
ン
ト

→
間

伐
等

の
森

林
整

備
の

着
実

な
実

行
が

必
要

（
第

１
約

束
期

間
）

（
第

２
約

束
期

間
）

3.
2%

3.
5%

3.
6%

3.
8%

4.
0%

4.
1%

3.
0%

3.
5%

4.
0%

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

第
１
約

束
期

間

(H
1
9
)

(H
2
0
)

(H
2
1
)

(H
2
2
)

(H
2
3
)

(H
2
4
)

第
１
約

束
期
間

平
均
3.
8%

を
達

成 （
実
績
）

（
目
標
）

（
実
績
）

5

（
3
.8
%
）
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③
全

国
的
な
視
点
か
ら
の
公
平
性

の
確

保

地
域
森
林
計
画
（
都
道
府
県
）

森
林
経
営
計
画
（
森
林
所
有
者
等
）

伐
採
等
の
届
出
（
森
林
所
有
者
等
）

適
合
し
て

協
議

認
定

基
準

（
市
町

村
森
林

整
備
計

画
と
の

適
合
）

主
伐

・
・
・
標

準
伐

期
齢

、
伐

採
面

積
、
伐

採
率

間
伐

・
・
・
間

伐
率

、
間

伐
の

間
隔

植
栽

・
・
・
植

栽
樹

種
、
植

栽
本

数
等

（
森

林
経

営
計

画
に
認

定
さ
れ

た
場
合
）

税
制

の
優

遇
、
各

種
補

助
金

（
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
適

合
し
な
い
場

合
）

伐
採

、
造

林
に
係

る
勧

告
・
命

令

市
町

村
森

林
整
備
計

画
と
の

適
合

・
公

益
的

機
能

別
施

業
森

林
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
ご
と
の

施
業

方
法

・
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ
ば
適
確
な
更
新
が
困
難
な
森

林
の

設
定

等

○
森

林
の

樹
種

、
成

長
量

な
ど
は

地
域

ご
と
に
異

な
る
た
め
、
伐

採
、
造

林
、
間

伐
の

方
法

等
の

具
体

的
な
基

準
に
つ
い

て
は

、
地

域
森

林
計

画
及

び
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お
い
て
決

定

○
こ
れ

ら
の

基
準

は
、
森

林
所

有
者

等
に
対

す
る
伐

採
、
造

林
、
間

伐
に
係

る
勧

告
・
命

令
や

森
林

経
営

計
画

の
認

定
基

準
、
ひ
い
て
は

税
制

に
お
け
る
特

例
や

各
種

補
助

金
の

要
件

に
つ
な
が

る
も
の

で
あ
る
た
め
、
全

国
的

な
視

点
か

ら
一

定
の

水
準

を
確

保
す
る
こ
と
が

必
要

■
大
面
積
の
伐
採
事
例

（
適

合
し
な
い
場

合
）

■
伐
採
、
造
林
、
間
伐
等
に
係
る
基
準

全
国
森
林
計
画
（
国
）

協
議

即
し
て

6

市
町
村
森
林
整
備
計
画
（
市
町
村
）

認
定
請
求

認
定

提
出
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計
画
の
決
定
・
公
表

森
林
審
議
会
へ
の
諮
問

公
告
・
縦
覧
（
お
お
む
ね
30
日
）
、
関
係
機
関
へ
の
意
見
聴
取

４
都

道
府

県
に
よ
る
地

域
森

林
計

画
の

策
定

・
変

更
の

手
続

き
等

農
林
水
産
大
臣
と
の
事
前
調
整

※

地
域
森
林
計
画
の
案
の
作
成

関
係
機
関
（
森
林
管
理
局
・
市
町
村
等
）
と
の
事
前
調
整

標
準

処
理

期
間

は
２
週

間

２
週

間
以

内
に
同

意
の

通
知

た
だ
し
事

前
調

整
さ
れ

て
い
る
場

合
は

直
ち
に
同

意
の

通
知

7

※
公
告
・
縦
覧
と
同
時
に
実
施

農
林
水
産
大
臣
へ
の
協
議
・
届
出
・
同
意

森
林
の
現
地
調
査
や
現
地
意
見
交
換
等
の
実
施
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（
参

考
）

地
方

分
権

改
革

に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の

議
論

や
改

正
経

緯
等

日
付

地
方

分
権

の
動

き
勧

告
・
措

置
等

の
概

要

H
20
.5
.2
8

H
20
.1
2.
8

H
21
.1
0.
7

地
方

分
権

推
進

委
員

会
第
１
次
～
第
３
次
勧
告

・
都
道
府
県
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
の
策
定
・
変
更
に
係
る
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

協
議

を
廃

止
す
べ

き
同
意
協
議
を
同
意
を
要
し
な
い
協
議
に
す
べ
き

H
21
.1
1.
9

地
方

分
権

推
進

委
員

会
第
４
次
勧
告

（
記

載
な
し
）

H
21
.1
2.
15

地
方
分
権
推
進
計
画
(第

１
次
見
直
し
)

［
閣

議
決

定
］

（
記

載
な
し
）

H
22
.6
.2
2

地
域
主
権
戦
略
大
綱
(第

２
次
見
直
し
)

［
閣

議
決

定
］

・
地
域
森
林
計
画
の
計
画
事
項
で
あ
る
「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
を
任
意
的
記
載
事
項
化

・
公
告
縦
覧
期
間
の
例
示
化

H
23
.4
.2
2

森
林

法
改

正
(H
24

.4
.1
施

行
)

○
地

域
森

林
計

画
の

同
意

協
議

事
項

の
う
ち
、
「
林

道
開

設
延

長
」
及

び
「
治

山
事
業
施
行
地
区
数
」
を
協
議
に
改
正

○
計

画
事

項
で
あ
る
「
そ
の

他
必

要
な
事

項
」
に
つ
い
て
は

任
意

的
記

載
事

項
に
改
正

○
公
告
縦
覧
期
間
を
例
示
化

H
23
.1
1.
29

H
25
.3
.1
2

H
25
.6
.7

義
務

付
け

・
枠

付
け

の
更

な
る
見

直
し

（
第

３
次

・
第

４
次

見
直

し
）

［
閣

議
決

定
］

↓ 第
３
次
一
括
法
(H
2
5
.9
.1
3
施
行
)）

○
地

域
森

林
計

画
に
係

る
都

道
府

県
審

議
会

の
委

員
数

の
上

限
に
係

る
規

定
を
廃

止

○
任
意
的
記
載
事
項
を
協
議
事
項
か
ら
届
出
事
項
に
改
正

○
協

議
の

迅
速

化
を
図

る
た
め

事
前

調
整

の
標

準
的

事
務

処
理

期
間

を
設

定
（
長
官
通
知
改
正
(H
2
5
.3
.2
9
施
行
)）

8
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多
様

で
健

全
な
森

林
へ

の
誘

導

複
層

林
化

（
針

広
混

交
林

化
、
広

葉
樹

林
化

）

複
層

林
化

従
来

の
伐

期
で
伐

採
・
更

新

長
伐

期
化

（
従

来
の

2
倍

程
度

の
伐

期
で
伐

採
・
更

新
）

（
針

葉
樹

の
モ
ザ

イ
ク
林

）

必
要
に
応
じ
て
植
生
の
復
元
を
図
る
な
ど
の

適
切
な
保
全
管
理

指
向
す
る
森
林
の
状
態

（
1
0
0
年
後
）

期
待
す
る
機
能
、
自
然
条
件
・
立
地
条
件
等
に
応
じ
た
管
理

更
新

補
助

（
密

生
し
た
灌

木
の

除
間

伐
等

）

育
成

複
層

林
（
10

0万
ha

）

H2
2年

時
点

の
状

態

育
成

単
層

林
（
1,
03

0万
ha

）

天
然

生
林

（
1,
38

0万
ha

）

未
立
木
地
、
竹
林
等
も

含
む

間
伐

樹
冠

層
が

単
一

の
森

林
と
し
て
人

為
に
よ
り
成

立
・
維

持

植
栽

育
成

単
層

林
（
66

0万
ha

）

天
然

生
林

（
1,
17

0万
ha

）

育
成

複
層

林
（
68

0万
ha

）

樹
冠

層
が

複
数

の
森

林
と
し
て
人

為
に
よ
り
成

立
・
維

持

主
に
自
然
散
布
の
種
子
の
発

芽
・
生

育
に
よ
り
成

立
・
維

持

（
森
林
・
林
業
基
本
計
画

(
平
成
2
3
年
７
月
)
）

（
参

考
）

9
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将
来

（
5
0
年

後
・
1
0
0
年

後
）
に
お
け
る
齢

級
構

成
の

推
計

人
工
林
（
育
成
単
層
林
）
の
齢
級
構
成
に
つ
い
て
、
指
向
す
る
森
林
の
状
態
で
あ
る
10

0年
後
及
び
途
中
経
過
で
あ
る
50

年
後
の
齢
級
構
成
を
一
定
の

条
件
の
も
と
で
試
算
（
森
林
・
林
業
基
本
計
画
関
係
資
料
（
H2

3.
4.
21

）
）

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

万
h
a

H
２
２

H
７
２

H
１
２
２

齢
級

（
参

考
）

○
森

林
・
林

業
政

策
に
お
い
て
は

、
森

林
の

生
育

期
間

の
長

期
性

を
踏

ま
え
、
収

入
を
目

的
と
し
た
短

期
的

な
経

済
活

動
だ
け
に
委

ね
る
の

で
は

な
く
、
長

期
的

・
広

域
的

な
視

点
か

ら
の

取
組

が
必

要

○
こ
の
た
め
、
森
林
計
画
制
度
に
よ
り
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
森
林
所
有
者
等
が
た
て
る
各
計
画
の
整
合
性
を
確

保
す
る
協

議
・
同

意
の

仕
組

み
が

必
要

10
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○
地

域
森

林
計

画
に

関
す

る
農

林
水

産
大

臣
の

同
意

は
、

次
の

と
お

り
行

う
。

（
１

）
森

林
の

整
備

及
び

保
全

の
目

標
森

林
計

画
区

に
お

け
る

森
林

の
構

成
等

に
応

じ
、

全
国

森
林

計
画

に
定

め
ら

れ
た

森
林

整
備

及
び

保
全

の
目

標
に

係
る

留
意

事
項

を
反

映
し

た
も

の
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

（
２

）
伐

採
立

木
材

積
、

造
林

面
積

、
間

伐
立

木
材

積
、

保
安

林
の

整
備

全
国

森
林

計
画

の
広

域
流

域
ご

と
の

計
画

量
を

森
林

計
画

区
ご

と
に

配
分

し
た

数
量

の
上

下
2
0
％

の
範

囲
内

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

全
国

森
林

計
画

の
樹

立
後

の
経

済
情

勢
の

変
動

等
に

よ
り

、
当

該
範

囲
を

超
え

て
定

め
る

こ
と

に
つ

き
相

当
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

（
「

地
域

森
林

計
画

及
び

国
有

林
の

地
域

別
の

森
林

計
画

に
関

す
る

事
務

の
取

扱
い

の
運

用
に

つ
い

て
」

（
林

野
庁

長
官

通
知

）
及

び
「

地
域

森
林

計
画

の
樹

立
及

び
変

更
に

係
る

農
林

水
産

大
臣

へ
の

協
議

等
に

つ
い

て
」

（
林

野
庁

計
画

課
長

通
知

）
で

規
定

）

全
国

森
林

計
画

と
地

域
森

林
計

画
の

関
係

■
全
国
森
林

計
画
と
地
域
森
林
計
画
の
計
画
量
の
調
整
手
続

（
参

考
）

■
全
国
森
林
計
画
の
策
定
へ
の
都
道
府
県
の
関
わ
り

○
農

林
水

産
大

臣
は

、
全

国
森

林
計

画
を

た
て

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

環
境

大
臣

そ
の

他
関

係
行

政
機

関
の

長
に

協
議

し
、

か
つ

、
林

政
審

議
会

及
び

都
道

府
県

知
事

の
意

見
を

聴
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

森
林

法
第

４
条

第
８

号
）

11
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